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 ［ 凡 例 ］  

  １  計 数につい て は、原則 と して、表 示 単位未満 を 切り捨て 、 端数調整 を  

していな い ため、合 計 等と一致 し ない場合 が ある。  

２  増減 率 及び構成 比 等は、原 則 として各 表 内計数に よ り計算し て いる。  
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第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審 査 の 対 象 

 （１）平成２２年度東京都一般会計 

 （２）平成２２年度東京都特別会計 

             特別区財政調整会計 

             地方消費税清算会計 

             小笠原諸島生活再建資金会計 

             母子福祉貸付資金会計 

             心身障害者扶養年金会計 

             中小企業設備導入等資金会計 

             農業改良資金助成会計 

             林業・木材産業改善資金助成会計 

             沿岸漁業改善資金助成会計 

             と場会計 

             都営住宅等事業会計 

             都営住宅等保証金会計 

             都市開発資金会計 

             用地会計 

             公債費会計 

             多摩ニュータウン事業会計 

             臨海都市基盤整備事業会計 

 （３）財  産 

 

 ２ 審 査 の 方 法 

知事から提出された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書について審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）資金は適正に管理され、効率的に運用されているか 

  （４）財産の取得、管理、処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算についての説

明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

 ３ 審 査 の 期 間 

   平成２３年７月１４日から同年９月５日まで 
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第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決 算 計 数 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支

に関する調書の計数は、証拠書類の計数と符合していることが認められる。 

なお、会計処理については、〔第４ 局別事項〕に記載のとおり、是正・改善を要する事項が認め

られた。 

財産に関する調書の計数は、次のとおり、その一部に誤りが認められた（詳細は〔第４ 局別事

項〕に記載）。 

（１）公有財産 

   ア 土     地 

     過大に登載されているもの     １局  ３件         ３９３．５５ ｍ２ 

  

     登載漏れとなっているもの     １局  ５件       ７，３９０．６２ ｍ２ 

  

   イ 建     物 

     過大に登載されているもの     ４局 １０件       ２，０５２．９２ ｍ２ 

  

     登載漏れとなっているもの     ２局  ９件         ６１８．９１ ｍ２ 

  

   ウ 山 林（立木推定蓄積量） 

     登載漏れとなっているもの     １局  １件      ２１，１０５．００ ｍ３ 

  

   エ 有 価 証 券 

     過大に登載されているもの     １局  １件     ６０，０００，０００ 円 

   オ 出資による権利 

     過大に登載されているもの     １局  １件      ２，９５８，９０４ 円 

（２）物  品 

     過大に登載されているもの     ３局                 １７ 点 

     登載漏れとなっているもの     ２局                 １３ 点 

（３）債  権 

     過大に計上されているもの     １局  ２件     ４１，３１０，５６０ 円 

 

 ２ 予算の執行状況 

審査に付された一般会計及び特別会計の予算執行は、〔第４ 局別事項〕で付した意見を除き、

適正であると認められる。 

 

 ３ 事業執行等に関する意見 

 （１）全体意見 

   ア 財政状況について 

平成２２年度一般会計決算は、歳入５兆８，９２６億余円、歳出５兆８，６９９億余円、形式

収支は、２２７億余円の黒字であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源（制度繰越）２１

３億余円を差し引いた実質収支は、１３億余円の黒字となっている。 

また、一般会計と特別会計（１７会計）とを合算すると、形式収支は、１，６８３億余円の黒
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字であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源２１９億余円を差し引いた実質収支は、表１

のとおり、１，４６４億余円の黒字となっている。 

収支の状況について見ると、歳入は、リーマンショック後の景気後退や法人事業税の一部国税

化などで都税収入が大幅な減収となった影響により、１兆円近い額が減少している。その一方で、

歳出は、経済的かつ効率的な事業の執行に努めつつ、補正予算の編成に当たっては、給与費など

のさらなる精査を行い、支出額の圧縮を図っている。この結果、平成２２年度決算の実質収支に

おいても、黒字が確保されている。 

しかしながら、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、被災地だけでなく、東京に

おいても様々な影響を及ぼしており、円高の進行や長期化するデフレなども加わって、都民の不

安や閉塞感が高まってきている。また、景気は、震災直後の落ち込みから持ち直しているとされ

るものの、その先行きは、電力供給の制約や原子力災害、為替レート・株価変動の影響による下

振れリスクや、雇用情勢の悪化懸念などが依然残っており、今後の財政運営についても、厳しい

状況が続くと見込まれている。 

このような状況の下、都は、平成２３年５月に「東京緊急対策２０１１」を発表したところで

ある。これは、被災者・被災地支援や都民・事業者に対する支援などの直ちに取り組むべきこと、

防災対策など将来を見据えて取り組むべきことなどを具体化したものであり、平成２２年１２月

に発表した『「１０年後の東京」への実行プログラム２０１１』とともに、都が為すべきことを

示したものとなっている。 

これらの事業を着実に推進するには、引き続き、都税収入の徴収率向上や未利用財産の活用、

貸付金元利収入の債権管理適正化などの取組により、歳入の確保に努めるとともに、歳出におい

ても、不断の事業評価を行い、新公会計制度を活用したコスト分析と併せて、無駄の排除、経費

の節減に反映させるなど、施策の効率性や実効性を一層高めていかなければならない。また、こ

れまでに培ってきた強固な財政対応力を堅持するため、都債や基金の活用については、中・長期

に渡って計画的に執行するなど、より堅実な財政運営に取り組んでいくことが求められる。 

今後とも、都民の安全・安心を取り戻し、活力を高めていくため、社会経済情勢や国の動向な

ど状況変化にも迅速かつ的確に対応しつつ、都が為すべき課題の解決に向けて、引き続き努力す

る必要がある。 

 

（表１）一般会計と特別会計を合算した実質収支の推移 

（単位：百万円） 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

実 質 収 支 208,632 296,089 236,243 148,737 93,998 146,432

対前年増(△)減 74,702 87,457 △   59,846 △   87,505 △   54,739    52,433

 

イ 財産管理について 

都は、平成１８年度の新公会計制度導入に伴って、異動情報を基に財産情報システムと財務会

計システムとの処理を一部連動させ、財産情報と会計情報とを一致させる仕組みを構築している。

また、財産管理を行う各システムと財務諸表とを照合することにより、登録情報の誤りを発見す
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るなど、財産管理の適正化を図ってきたところである。 

しかしながら、財産の増減に伴う基本情報の登録処理について、依然として誤りがあるため、

〔第２ 審査の結果 １ 決算計数〕のとおり、財産の過大登載・登載漏れが認められた。 

各局においては、都民から負託された貴重な財産であることの重要性を再認識し、日頃からの

現況把握など注意義務を果たすとともに、財産情報と会計情報との相互チェックを徹底し、所管

する財産管理の適正化に努められたい。 

 

ウ 資金運用について 

都の資金運用は、平成２２年度資金管理計画に沿って運用されており、運用状況については、

表２のとおりである。 

歳計現金等については、長引く景気後退による企業収益の悪化からの法人二税の減収や、厳し

い雇用情勢を反映した個人都民税などの減収により、歳入が減少したが、基金の取崩しにより年

間の平均残高は増となっている。また、運用収入も、市場金利が低く推移し、運用利回りが低下

したことから、前年度と比較して半減している。その運用は、日々の支払いに備えるための支払

準備金を、流動性預金で保管するとともに、これを上回る余裕資金は、収支の見込みを精査しな

がら、効率性をも追求するよう運用しており、その結果、定期性預金による割合については８割

を確保している。 

一方、基金については、法人事業税国税化対策特別基金等の取崩しにより、年間の平均残高が

減少している。その運用については、各基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を勘案

して、定期性預金や債券の中から安全かつ効率的な商品を選択するとともに、その運用期間は金

利の動向を見極めながら、可能な範囲で効率的な運用を行い、基金の一部については、最長で３

年程度の運用を行っている。しかしながら、運用収入は、預金金利及び債券利回りが低く推移し

たため、結果として、歳計現金等と同様に減少している。 

国内の景気は、甚大な被害をもたらした、東日本大震災からの立ち直りは見せているものの、

第一次産業等の回復には時間がかかるとみられることや、節電による生産部門への影響、円高に

よる輸出産業への影響など、確かな見通しを持つことは困難な状況である。 

また、国外の景気についても、米国・欧州経済の減速懸念や財政不安などを背景に、金融資本

市場は大きな変動が続いており、今後の国内経済に与える影響や金利の見通しは、不透明なもの

となっている。 

このような状況のもとでは、当面、利回り及び運用収入は、低い水準での推移が続くものと考

えられることから、国内外の景気の動向や金融政策の先行きを一層注視し、安全性及び流動性を

確保した上で、より効率的な資金の運用を行うことが望まれる。 
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（表２）運用利回りなどの比較 

                                     （単位：億円） 

 平成２２年度 平成２１年度 増（△）減 

平均残高 ５，４５４ ４，８１９ ６３５

利 回 り ０．０４５％ ０．０９７％ △  ０．０５２％歳 計 現 金 等 

運用収入 ２ ４ △       ２

平均残高 ２８，２７５ ２８，４１６ △     １４１

利 回 り ０．３１３％ ０．５７５％ △  ０．２６２％基     金 

運用収入 ８８ １６３ △      ７５

平均残高 ３３，７２９ ３３，２３５      ４９４
合     計 

運用収入 ９０ １６７ △      ７７
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（２）局別意見 

平成２２年度各会計歳入歳出決算審査に当たり、各局の予算の執行状況等について審査した結果、

〔第４ 局別事項〕で意見を付したとおり、一部に問題が認められた。その概要については次のと

おりである。 

 

《産業労働局》 

ア 区分経理について 

局は、東京都中小企業設備導入等資金会計において、「設備導入資金貸付金」と「高度化資金

貸付金」を経理している。 

設備導入資金貸付金事業は国と都の資金を、また、高度化資金貸付金事業は中小企業基盤整備

機構と都の資金を、それぞれ財源として事業者等に貸し付け、その償還金を、国、機構及び都に

返還するものであり、これらの事業に必要な事務費については、預金利子等を充てることとなっ

ている。 

ところで、これらの事業の経理は、法令において特別会計を設置し、他の資金と併せて経理す

る場合は、区分経理を行うものとされているが、次のような不適切な事例が認められた。 

（ア）設備導入資金貸付金の事務費については、両貸付金で運用した預金利子全額を充当しており、

適切な区分経理がなされていない。 

（イ）設備導入資金貸付金の繰越金については、国と都への返還金が含まれていることから経理を

明確にする必要があるにもかかわらず、適切な区分経理がなされていない。 

局は、財源に対応した区分経理を適切に行われたい。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 決 算 の 総 括 

（１）歳入歳出決算の状況 

歳入歳出決算の総額は、一般会計と特別会計とを合算すると、表３のとおり 

歳  入    ９兆９，９６６億余円 

歳  出    ９兆８，２８２億余円 

差  引      １，６８３億余円 

となっており、これを会計別に見ると、表４及び表５のとおりである。 

 

               歳 入 歳 出 決 算 総 括 

 （表３）                                 （単位：百万円） 

会 計 別 歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額 差  額 摘  要 

一 般 会 計 ５，８９２，６８０ ５，８６９，９４１ ２２，７３８ 
内訳は（表４）

のとおり 

特 別 会 計 

(１７会計合算) 
４，１０３，９７３ ３，９５８，３５２ １４５，６２０ 

内訳は（表５）

のとおり 

合      計 ９，９９６，６５３ ９，８２８，２９３ １６８，３５９  
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                                一  般  会  計  歳 

  （表４） 

歳                 入 

科    目  (款) 予  算  現  額 決    算    額 比較増(△)減額 収入率 

   1  都          税    ４,１５２,６７６     ４,１４８,５１４  △        ４,１６２   ９９.９ 

   2  地 方 譲 与 税        １６７,５１５        １７８,２６３ １０,７４８  １０６.４ 

   3  助 成 交 付 金                 ２２                 ２３                   １  １０４.５ 

   4  地方特例交付金      ２６,５４０         １６,４５８  △      １０,０８１   ６２.０ 

   5  特 別 交 付 金            ４,１９０            ３,８５３  △          ３３７    ９２.０ 

   6  分担金及負担金          １４,８６７          １２,０２５  △    ２,８４１    ８０.９ 

   7  使用料及手数料         ７６,５８９         ６９,６１０  △        ６,９７８    ９０.９ 

   8  国 庫 支 出 金        ４７７,６８６        ４２７,３９０  △      ５０,２９５    ８９.５ 

   9  財  産  収  入          ８７,７７４          ４１,６５５  △   ４６,１１９   ４７.５ 

  10  寄    附    金            １,２０１            ７,８１３       ６,６１２  ６５０.５ 

  11  繰    入    金        ３２３,２７６        ２５０,４１３  △      ７２,８６３   ７７.５ 

  12  諸    収    入        ４０２,５７２        ３８４,８９０  △   １７,６８１   ９５.６ 

  13  都          債        ４９８,０８８        ３３０,３２３  △    １６７,７６４    ６６.３ 

  14  繰    越    金         ２１,４４３         ２１,４４３                   ０  １００.０ 

     

     

     

合        計     ６,２５４,４４３     ５,８９２,６８０  △    ３６１,７６３    ９４.２ 

 

 

                               歳 入 歳 出 決 算 額 の 差 額 
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 入  歳  出  決  算 

                                    （単位：百万円、％） 

歳                 出 

科    目  (款) 予  算  現  額 決    算    額 翌年度繰越額 不  用  額 執行率 

1 議   会   費          ５,９６８   ５,４５０            ０        ５１７     ９１.３

2 総   務   費      ２０４,３４８     １８０,６０９   ７５７     ２２,９８０     ８８.４

3 徴 税 費        ６６,６２２      ６５,１８０         ０      １,４４１     ９７.８

4 生活文化スポーツ費       ３３,０５８       ２９,５５１            ０      ３,５０６     ８９.４

5 都 市 整 備 費      ２２１,４２２      ２０１,５７１ ４,１０２ １５,７４８     ９１.０

6 環  境  費       ４２,２８２       ３６,９５９          ５ ５,３１７     ８７.４

7 福 祉 保 健 費      ８８０,４７８      ８４４,０５９         １３ ３６,４０５     ９５.９

8 産 業 労 働 費      ４５６,６３０    ３５１,７４９   １０,６２４     ９４,２５５     ７７.０

9 土   木   費      ５１５,６２３     ４０６,８１２   ２８,７３７     ８０,０７３     ７８.９

10 港   湾   費       ７８,６７５      ６６,８７８     ４,７１０ ７,０８７     ８５.０

11 教   育   費      ７４１,１５８    ７２６,３２５            ０     １４,８３３     ９８.０

12 学   務   費      １９８,６４９    １９３,８３３            ０    ４,８１５     ９７.６

13 警   察   費      ６３５,１３５     ６１４,１４４     １,０１０ １９,９８０     ９６.７

14 消   防   費      ２４４,６１２     ２３９,６９２     １,３４７   ３,５７３     ９８.０

15 公   債   費      ４７６,９９１  ４７６,８９４            ０         ９６ １００.０

16 諸 支 出 金   １,４４７,７８６ １,４３０,２２５            ０ １７,５６０     ９８.８

17 予   備   費      ５,０００    ０     ０    ５,０００       ０ 

合       計   ６,２５４,４４３ ５,８６９,９４１   ５１,３０８ ３３３,１９３     ９３.９

 

 

  ２２,７３８百万円 
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                                         特  別  会  計  歳 

（表５）                            

歳        入 

会 計 名 
予 算 現 額 決  算  額 比較増（△）減額 収入率 

1 特別区財政調整会計 
８６７，５５７ ８６７，５５６ ０ １００．０

2 地方消費税清算会計 
１，１４３，５４９ １，１１７，８０３ △  ２５，７４５ ９７．７

3 小笠原諸島生活再建資金会計 
２４９ ６６０ ４１１ ２６５．１

4 母子福祉貸付資金会計 
４，６３２ ４，９８２ ３５０ １０７．６

5 心身障害者扶養年金会計 
７，９５９ ７，０５２ △     ９０６ ８８．６

6 中小企業設備導入等資金会計 
４，２４８ ６，１２９    １，８８１ １４４．３

7 農業改良資金助成会計 
１７３ １４５ △      ２７ ８３．８

8 林業・木材産業改善資金助成会計 
５２ ８３ ３１ １５９．６

9 沿岸漁業改善資金助成会計 
４８ ４８ ０ １００．０

10 と場会計 
６，４１４ ５，５９１ △     ８２２ ８７．２

11 都営住宅等事業会計 
１７０，００７ １４８，７４１ △  ２１，２６５ ８７．５

12 都営住宅等保証金会計 
９，８８３ ９，９２８ ４５ １００．５

13 都市開発資金会計 
１，３３６ １，２４９ △      ８６ ９３．５

14 用地会計 
３９，１３９ ４０，２９４    １，１５５ １０３．０

15 公債費会計 
１，８７０，６２０ １，８４８，６３３ △  ２１，９８６ ９８．８

16 多摩ニュータウン事業会計 
１５，２６９ １８，０４４    ２，７７５ １１８．２

17 臨海都市基盤整備事業会計 
２０，１６４ ２７，０２６    ６，８６１ １３４．０

合    計 ４，１６１，３００ ４，１０３，９７３ △  ５７，３２７ ９８．６
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入  歳  出  決  算    

                                    （単位：百万円、％） 

歳        出 

予 算 現 額 決  算  額 翌年度繰越額 不  用  額 執行率 

歳 入 歳 出 

決算額の差額 

８６７，５５７ ８６７，５５６ ０ ０ １００．０ ０

１，０４２，２２７ １，０１８，２３６ ０ ２３，９９０ ９７．７ ９９，５６７

２４９ ０ ０ ２４９ ０   ６６０

４，６３２ ４，２２９ ０ ４０３ ９１．３ ７５３

７，９５９ ７，０５２ ０ ９０６ ８８．６ ０

４，２４８ ３，６７２ ０ ５７５ ８６．４ ２，４５６

１７３ １４５ ０ ２７ ８３．８ ０

５２ ２４ ０ ２７ ４６．２ ５９

４８ ０ ０ ４７ ０．０ ４８

６，４１４ ５，５９１ ０ ８２２ ８７．２ ０

１７０，００７ １４８，１６０ ２，９７０ １８，８７６ ８７．１ ５８０

７１１ ６２６ ０ ８４ ８８．０ ９，３０２

１，３３６ １，２４９ ０ ８６ ９３．５ ０

３９，１３９ ３２，７３０ ２４８ ６，１６０ ８３．６ ７，５６４

１，８７０，６２０ １，８４８，６３３ ０ ２１，９８６ ９８．８ ０

１５，２６９ １４，８６８ ０ ４００ ９７．４ ３，１７６

１５，４６９ ５，５７５ ８７７ ９，０１６ ３６．０ ２１，４５１

４，０４６，１１１ ３，９５８，３５２ ４，０９６ ８３，６６２ ９７．８ １４５，６２０
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（２）決算収支の状況 

決算の収支状況は表６のとおりであり、一般会計及び特別会計を合計した実質収支の額は、

歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支の額１，６８３億余円から翌年度へ繰り越すべき

財源２１９億余円を差し引いた１，４６４億余円の黒字となっている。 

また、当該年度実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支を一般会計で見ると、

表７のとおり、５億余円の黒字となっている。 

 

 （表６）実質収支の状況 

                                      （単位：百万円） 

区      分 一般会計 特別会計 合  計 

 歳 入 総 額  ①     5,892,680     4,103,973       9,996,653

 歳 出 総 額  ②     5,869,941     3,958,352       9,828,293

 形 式 収 支  ③＝①－②        22,738       145,620         168,359

 翌年度へ繰り越すべき財源  ④        21,382           544          21,927

 実 質 収 支  ⑤＝③－④         1,356       145,076         146,432

 

（表７）単年度収支・実質収支（一般会計分）の推移 

                                      （単位：百万円） 

 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

単 年度収支 82,151 △  48,907 △    84,287 △    14,737     573

実 質 収 支 148,715       99,807 15,520 782 1,356

 

(注）１ 形式収支とは、現金ベースでの収支の結果を示すもので、当該年度中に収入された現金

（歳入総額）から、支出された現金（歳出総額）を単純に差し引いたものである。 

２ 翌年度に繰り越すべき財源とは、翌年度繰越額から、事業の繰越しに伴う国庫補助金等

の未収入特定財源を差し引いたものである。 

３ 実質収支とは、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものである。 
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２ 執 行 状 況 

平成２２年度予算は、「大幅な税収減に直面し、今後も厳しい財政環境が想定される中にあって、

都財政の健全性を堅持するとともに、東京の『現在』と『将来』に対して、今日都が為すべき役

割を積極的に果たす予算」と位置づけ、 

① 大幅な税収減の中で、都民の雇用や生活への不安に対応する取組、重要な諸課題に対して国

を先導する都独自の戦略的な取組、東京の将来を切り拓く活力創造に向けた取組を着実に進め

ることで、今日都が為すべき役割をしっかりと果たすこと 

② 今後しばらく厳しい財政環境が続くことが想定される中にあって、将来にわたり、継続的・

安定的に都政の役割を果たし得る強固な財政力を確保すること 

を基本として、編成したものである。 

以下、会計別（一般会計及び特別会計）の執行状況について述べる。 

 

（１）一般会計 

                                    （単位：百万円、％） 

増（△）減 
 平成２２年度決算額 平成２１年度決算額

額 率 

歳入（収入済額） ５，８９２，６８０ ６，４１７，０８５ △５２４，４０４ △   ８．２

歳出（支出済額） ５，８６９，９４１ ６，３９５，６４２ △５２５，７００ △   ８．２

差     引 ２２，７３８ ２１，４４３ １，２９５ ６．０

 

一般会計は、都が行う行政の大部分を経理する会計である。主な財源は都税であり、社会福

祉・保健衛生・教育の事業、警察・消防の運営、道路・公園の建設などに要する経費を支出し

ている。 

予算・決算状況について見ると、表４（８ページ）のとおり、歳入は、予算現額６兆２，５

４４億余円に対し、決算額は５兆８，９２６億余円で、３，６１７億余円の減となっている。

これは、主として、都債が１，６７７億余円、繰入金が７２８億余円、国庫支出金が５０２億

余円、それぞれ減となったためであり、上表のとおり、前年度に比べ５，２４４億余円（８．

２％）の減である。 

収入率は、前年度９６．０％から１．８ポイント下降して９４．２％となっている。 

歳出は、予算現額６兆２，５４４億余円に対し、決算額５兆８，６９９億余円、翌年度繰越

額５１３億余円、不用額３，３３１億余円であり、前年度に比べ５，２５７億余円（８．２％）

の減である。  

執行率は、前年度９５．６％から１．７ポイント下降して９３．９％となっている。 

歳入・歳出の各款別の執行状況は、次のとおりである。 
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ア 歳 入 

 

 第１款 都 税 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 4,152,676 4,284,117 4,148,514     11,837    124,302 △   4,162   99.9

法 人 二 税 1,257,670 1,283,156 1,246,033      5,836     31,576 △  11,636   99.1 

その他都税 2,895,006 3,000,961 2,902,481      6,001     92,726    7,474   100.3

平成２１年度 4,253,169 4,427,868 4,286,721     14,188    127,499   33,552  100.8

法 人 二 税 1,336,860 1,393,838 1,352,321      6,649  35,142  15,461   101.2 

その他都税 2,916,309 3,034,030 2,934,400      7,539   92,357   18,091   100.6

額 △ 100,492 △ 143,750 △ 138,207 △   2,350 △   3,197 比  較 

増(△)減 率 △   2.4 △    3.2 △    3.2 △   16.6 △    2.5   

 

都税は、都民税をはじめとする１７税目で構成されており、予算現額４兆１，５２６億余円

に対し、収入済額４兆１，４８５億余円、収入率９９．９％となっている。 

これを法人二税（法人事業税及び法人都民税）とその他都税に大別して見ると、法人二税は、

予算現額１兆２，５７６億余円に対し、収入済額１兆２，４６０億余円、収入率９９．１％で

あり、リーマンショック後の景気後退による影響や法人事業税の一部国税化の全面実施により、

前年度に比べ１，０６２億余円（７．９％）の減となっている。 

その他都税は、予算現額２兆８，９５０億余円に対し、収入済額２兆９，０２４億余円、収

入率１００．３％であり、前年度に比べ３１９億余円（１．１％）の減となっている。その主

な内訳は、固定資産税・都市計画税（１兆３，２６２億余円）、個人都民税（７，５４１億余円）、

繰入地方消費税（３，５１０億余円）である。 

なお、収入未済額は、１，２４３億余円であり、前年度に比べ３１億余円（２．５％）の減

となっている。 
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第２款 地方譲与税 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度    167,515    178,263    178,263          0          0  10,748   106.4

平成２１年度     87,062     82,378     82,378          0          0 △  4,684    94.6

額     80,452     95,885     95,885          0          0 比  較 

増(△)減 率     92.4     116.4     116.4       ―       ―   

 

地方譲与税は、本来地方公共団体が収入すべきものを、国がいったん国税として徴収し、一

定の基準で地方公共団体に譲与する税の総称であり、前年度に比べ９５８億余円（１１６．４％）

の増となっている。その主な理由は、法人事業税の一部国税化全面実施などにより地方法人特

別譲与税が増となったことによるものである。 

 

第３款 助成交付金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度         22         23         23          0          0          1   104.5

平成２１年度         22         22         22          0          0          0   100.0

額          0          1          1          0          0 比  較 

増(△)減 率       0.0       4.5       4.5       ―       ― 

 

助成交付金は、国有提供施設等所在市町村助成交付金（特別区内に所在する米軍基地関係施

設及び自衛隊特定施設に係る交付金）を収入したものである。 
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第４款 地方特例交付金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度     26,540     16,458     16,458          0          0 △  10,081    62.0

平成２１年度     70,989     68,700     68,700          0          0 △   2,288    96.8

額 △ 44,448 △ 52,242 △  52,242          0          0 比  較 

増(△)減 率 △  62.6 △   76.0 △   76.0       ―       ―   

 

地方特例交付金は、制度拡充等に伴う児童手当及び子ども手当の地方負担増加分等に対応す

るため交付される児童手当及び子ども手当特例交付金などを収入したものであり、前年度に比

べ５２２億余円（７６．０％）の減となっている。その主な理由は、制度終了により減税補て

ん特別交付金が減となったことによるものである。 

 

 第５款 特別交付金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度      4,190      3,853      3,853          0          0 △     337    92.0

平成２１年度      4,389      4,103      4,103          0          0 △     285    93.5

額 △    198 △    249 △     249          0          0  比  較 

増(△)減 率 △    4.5 △    6.1 △    6.1       ―       ―   

 

特別交付金は、国に納付された交通反則金に係る収入を原資として、地方公共団体が行う道

路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てるため、交通事故発生件数等を基準として

国から交付される交通安全対策特別交付金を収入したものである。 
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第６款 分担金及負担金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度     14,867     12,634     12,025         77        531 △   2,841    80.9

平成２１年度     17,351     16,881     16,220        107        552 △   1,131    93.5

額 △  2,484 △  4,246 △  4,194 △      30 △      21 比  較 

増(△)減 率 △  14.3 △  25.2 △  25.9 △   28.0 △    3.8   

 

分担金及負担金は、特定の事業の施行によって利益を受ける者から、受益の程度に応じて事

業に要する経費を収入するものであり、前年度に比べ４１億余円（２５．９％）の減となって

いる。その主な理由は、連続立体交差事業の実績減に伴う区市負担金の減少などにより土木費

負担金が減となったことによるものである。 

分担金及負担金の主な内訳は、土木費負担金（７７億余円）、港湾費負担金（２３億余円）で

ある。 

 

第７款 使用料及手数料 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度     76,589     69,905     69,610         39        255 △   6,978    90.9

平成２１年度     90,215     83,392     83,071         21        299 △   7,143    92.1

額 △  13,625 △ 13,486 △  13,460       17 △      43 比  較 

増(△)減 率 △  15.1 △   16.2 △   16.2    81.0 △   14.4   

 

使用料及手数料は、公の施設の利用料等である使用料と特定の者に提供される行政サービス

の対価である手数料とを収入するものであり、前年度に比べ１３４億余円（１６．２％）の減

となっている。その主な理由は、公立高等学校の授業料無償化に伴う都立高等学校授業料の減

少などにより教育使用料が減となったことによるものである。 

使用料及手数料のうち、使用料は、収入済額４３８億余円であり、主な内訳は、土木使用料

（２４３億余円）、福祉保健使用料（１４８億余円）である。 

また、手数料は、収入済額２５７億余円であり、主な内訳は、警察手数料（１９０億余円）、

都市整備手数料（１６億余円）である。 
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第８款 国庫支出金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度    477,686    427,390    427,390          0          0 △  50,295    89.5

平成２１年度    615,189    557,494    557,494          0          0 △  57,695    90.6

額 △ 137,503 △ 130,103 △ 130,103          0          0 比  較 

増(△)減 率 △  22.4 △  23.3 △  23.3       ―       ―   

 

国庫支出金は、国が特定の事業を奨励するため、又は地方公共団体の財政上の特別な必要に

基づき支出する国庫補助金、国が事業の経費の全部又は一部を負担することとされている国庫

負担金及び国からの委託事務に伴う委託金を収入するものであり、前年度に比べ１，３０１億

余円（２３．３％）の減となっている。その主な理由は、介護職員処遇改善等臨時特例交付金

や地域活性化に係る臨時交付金の実績減などにより福祉保健費国庫補助金や総務費国庫補助金

が減となったことによるものである。 

国庫支出金のうち、国庫補助金は、収入済額２，３１０億余円であり、主な内訳は、土木費

国庫補助金（９１２億余円）、学務費国庫補助金（４１６億余円）、福祉保健費国庫補助金（３

８３億余円）、都市整備費国庫補助金（１６７億余円）である。 

次に、国庫負担金は、収入済額１，７８４億余円であり、主な内訳は、教育費国庫負担金（１，

２６７億余円）、福祉保健費国庫負担金（２９１億余円）、土木費国庫負担金（１３３億余円）

である。 

委託金は、収入済額１７８億余円であり、主な内訳は、総務費委託金（１１９億余円）、福祉

保健費委託金（３４億余円）、産業労働費委託金（２２億余円）である。 

 

第９款 財産収入 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度     87,774     42,084     41,655          0        429 △  46,119    47.5

平成２１年度     61,665     41,303     40,909          0        394 △  20,756    66.3

額     26,109      781      746        0         35 比  較 

増(△)減 率     42.3      1.9    1.8       ―     8.9   
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財産収入は、都有財産の運用収入及び売払収入である。 

財産収入のうち、財産運用収入は、収入済額２２７億余円であり、主なものは、利子及配当

金（１４０億余円）である。 

また、財産売払収入は、収入済額１８８億余円であり、主なものは、不動産売払収入（１８

６億余円）である。 

 

第１０款 寄附金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度      1,201      7,813      7,813          0          0      6,612  650.5

平成２１年度        201        183        183          0          0 △      17   91.0

額    1,000      7,629      7,629          0          0 比  較 

増(△)減 率     497.5       ―       ―       ―       ―   

 

寄附金は、都以外の者から無償で譲渡された金銭を収入するものであり、前年度に比べ７６

億余円の実績増となっている。 

 

第１１款 繰入金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 323,276 250,413 250,413 0 0 △  72,863 77.5

平成２１年度 457,019 357,567 357,567 0 0 △  99,451    78.2

額 △ 133,742 △ 107,154 △ 107,154 0 0 比  較 

増(△)減 率 △   29.3 △   30.0 △   30.0       ―       ―   

 

繰入金は、各種基金の取崩し分、公営企業会計からの職員共済組合等負担金、特別会計の土

地処分金等を一般会計に繰り入れるものであり、前年度に比べ１，０７１億余円（３０．０％）

の減となっている。その主な理由は、法人事業税国税化対策特別基金や財政調整基金の取崩し

が減となったことによるものである。 

繰入金のうち、基金繰入金は、収入済額２，３５７億余円であり、主な内訳は、社会資本等

整備基金繰入金（１，０５６億余円）、財政調整基金繰入金（２３４億円）、地球温暖化対策推
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進基金繰入金（１７０億余円）、緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金（１７０億余円）である。 

次に、公営企業会計繰入金は、収入済額８３億余円であり、主な内訳は、病院会計繰入金（４

５億余円）、臨海地域開発事業会計繰入金（１５億余円）、下水道事業会計繰入金（７億余円）

である。 

特別会計繰入金は、収入済額６３億余円であり、主な内訳は、用地会計繰入金（４０億余円）、

都市開発資金会計繰入金（１２億余円）である。 

 

第１２款 諸収入 

                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 402,572 410,725 384,890 2,980 22,861 △  17,681 95.6

平成２１年度 462,027 450,682 422,309 4,030 24,352 △  39,718 91.4

額 △  59,455 △  39,956 △  37,418 △   1,050 △   1,491 比  較 

増(△)減 率 △  12.9 △   8.9 △   8.9 △   26.1 △    6.1   

 

諸収入は、各種の貸付金元利収入、宝くじの収益事業収入、受託事業の収入、その他の雑入

等を収入したものであり、前年度に比べ３７４億余円（８．９％）の減となっている。その主

な理由は、中小企業融資資金や東京都住宅供給公社貸付金の返還実績減などにより産業労働費

貸付金元利収入や都市整備費貸付金元利収入が減となったことによるものである。 

諸収入の主な内訳は、貸付金元利収入（２，２６５億余円）、収益事業収入（５５７億余円）、

受託事業収入（５５２億余円）である。 

なお、収入未済額は、２２８億余円であり、前年度に比べ１４億余円（６．１％）の減とな

っている。 

 

第１３款 都 債 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 498,088 330,323 330,323 0 0 △ 167,764    66.3

平成２１年度 527,154 456,453 456,453 0 0 △  70,701    86.6

額 △  29,066 △ 126,130 △ 126,130 0 0 比  較 

増(△)減 率 △   5.5 △  27.6 △  27.6       ―       ―   
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都債は、社会資本の整備や都市改造等の財政需要に応えていくための財源の一つとして発行

したもので、前年度に比べ１，２６１億余円（２７．６％）の減となっている。その主な理由

は、産業労働債、土木債などの起債が減となったことによるものである。 

都債の主な内訳は、街路整備費等に係る土木債（１，６８７億余円）、金融事業費等に係る産

業労働債（１９０億余円）である。 

 

第１４款 繰越金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 21,443 21,443 21,443 0 0 0 100.0

平成２１年度 40,949 40,949 40,949 0 0 0 100.0

額 △  19,506 △  19,506 △  19,506 0 0 比  較 

増(△)減 率 △   47.6 △   47.6 △   47.6       ―       ―   

 

前年度からの繰越金を収入したものである。 
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イ 歳 出 

 

 第１款 議会費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度          5,968          5,450              0            517     91.3

平成２１年度          6,040          5,483              0            557     90.8

額 △          71 △          32              0 △          39 比  較 

増(△)減 率 △     1.2 △     0.6           ― △     7.0  

 

議会費は、都議会議員の報酬、都議会の運営等に要する経費を支出したものである。 

 

  第２款 総務費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度        204,348        180,609            757         22,980     88.4

平成２１年度        214,489        198,644          1,207         14,637     92.6

額 △      10,141 △    18,034 △         449        8,342 比  較 

増(△)減 率 △    4.7 △        9.1 △       37.2        57.0  

 

総務費は、区市町村行財政の振興、職員の退職手当及び年金、庁舎の維持管理、防災対策、

統計事務、知事本局、総務局、財務局等の管理運営等に要する経費を支出したものであり、前

年度に比べ１８０億余円（９．１％）の減となっている。その主な理由は、財政調整基金等の

運用利率低下に伴う実績減などにより積立金が減となったことによるものである。 

総務費の主な内訳は、区市町村行財政の振興経費（８４１億余円）、職員の退職手当及び年金

費（２９５億余円）、総務局、財務局等の管理運営経費である総務管理費（２２３億余円）であ

る。 
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  第３款 徴税費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 66,622 65,180 0 1,441 97.8

平成２１年度 71,018 69,291 0 1,726 97.6

額 △       4,395 △       4,110 0 △         284 比  較 

増(△)減 率 △        6.2 △        5.9 ― △       16.5  

 

徴税費は、都税の賦課徴収及び滞納処分等に要する経費を支出したものである。 

徴税費の主な内訳は、都税の徴収、滞納処分等に係る徴収費（３３２億余円）、都税賦課事務、

固定資産評価事務等に係る課税費（１６６億余円）、主税局の管理運営経費である徴税管理費（１

４６億余円）である。 

 

  第４款 生活文化スポーツ費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 33,058 29,551 0 3,506 89.4

平成２１年度 34,926 29,495 0 5,430 84.4

額 △       1,867 56 0 △       1,923 比  較 

増(△)減 率 △        5.3 0.2 ― △       35.4  

 

生活文化スポーツ費は、文化振興施策、スポーツ振興施策、広報広聴、都民生活の支援等に

要する経費を支出したものである。 

生活文化スポーツ費の主な内訳は、江戸東京博物館等の運営や文化事業の推進等に係る文化

振興費（１２８億余円）、体育施設の運営等に係るスポーツ振興費（５６億余円）である。 

 

  第５款 都市整備費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 221,422 201,571 4,102 15,748 91.0

平成２１年度 242,064 227,976 5,724 8,363 94.2

額 △   20,641 △      26,404 △       1,622 7,385 比  較 

増(△)減 率 △        8.5 △       11.6 △       28.3 88.3  
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都市整備費は、都市基盤の整備、土地区画整理、市街地再開発、住宅政策の推進等の各事業

に要する経費を支出したものであり、前年度に比べ２６４億余円（１１．６％）の減となって

いる。その主な理由は、公社都民住宅供給助成の実績減などにより都民住宅等供給助成費が減

となったことによるものである。 

都市整備費の主な内訳は、区画整理等の都市改造事業を行う市街地整備費（８１９億余円）、

都民住宅の供給助成等に係る住宅費（６６４億余円）、都市基盤施設への助成等を行う都市基盤

整備費（４５５億余円）である。 

 

  第６款 環境費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 42,282 36,959 5 5,317 87.4

平成２１年度 43,407 36,707 2 6,697 84.6

額 △       1,124 251 3 △       1,379 比  較 

増(△)減 率 △        2.6 0.7 150.0 △       20.6  

 

環境費は、各種環境保全対策事業、自然保護対策事業、廃棄物対策事業等に要する経費を支

出したものである。 

環境費の主なものは、自然環境や都市地球環境の保全対策等を行う環境保全費（２６２億余

円）である。 

 

  第７款 福祉保健費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 880,478 844,059 13 36,405 95.9

平成２１年度 909,342 857,492 0 51,849 94.3

額 △     28,863 △     13,432 13 △     15,444 比  較 

増(△)減 率 △        3.2 △        1.6 ― △       29.8  

 

福祉保健費は、福祉・保健・医療に係る施策の一体的・総合的な推進に要する経費を支出し

たものであり、前年度に比べ１３４億余円（１．６％）の減となっている。その主な理由は、

介護職員処遇改善等臨時特例交付金の基金積立実績減などにより高齢福祉費が減となったこと

によるものである。 

福祉保健費の主な内訳は、総合的な保健サービスの向上を行う保健政策費（２，３５５億余
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円）、高齢者の地域生活と自立への支援等を行う高齢社会対策費（１，５６４億余円）、障害者

（児）の自立生活への支援等を行う障害者施策推進費（１，４６１億余円）、子育て環境の整備

等を行う少子社会対策費（１，３３６億余円）である。 

 

  第８款 産業労働費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 456,630 351,749 10,624 94,255 77.0

平成２１年度 449,053 408,783 307 39,961 91.0

額 7,577 △     57,033 10,317 54,294 比  較 

増(△)減 率 1.7 △       14.0 ― 135.9  

 

産業労働費は、中小企業の振興、雇用の安定、農林水産業対策、観光産業振興等に要する経

費を支出したものであり、前年度に比べ５７０億余円（１４．０％）の減となっている。その

主な理由は、中小企業制度融資に係る預託金の実績減などにより金融事業費が減となったこと

によるものである。 

産業労働費の主な内訳は、中小企業制度融資等に係る商工業振興費（２，９１８億余円）、高

年齢者・障害者等の就業促進対策や公共職業訓練事業等を行う労働費（４０３億余円）である。 

 

第９款 土木費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 515,623 406,812 28,737 80,073 78.9

平成２１年度 549,780 462,589 50,128 37,061 84.1

額 △      34,156 △      55,777 △      21,391 43,012 比  較 

増(△)減 率 △        6.2 △       12.1 △       42.7 116.1  

 

土木費は、道路、橋りょう、河川、公園、霊園事業等に要する経費を支出したものであり、

前年度に比べ５５７億余円（１２．１％）の減となっている。その主な理由は、都市計画街路

整備の実績減などにより街路整備費が減となったことによるものである。 

土木費の主な内訳は、道路橋梁費（２，７４８億余円）、都立公園等の整備及び維持管理を行

う公園霊園費（５２８億余円）、中小河川や高潮防御施設等の整備及び河川等の災害箇所の復旧

等を行う河川海岸費（４８６億余円）である。 
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  第１０款 港湾費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 78,675 66,878 4,710 7,087     85.0

平成２１年度 86,667 71,973 9,226 5,467 83.0

額 △       7,991 △       5,094 △       4,516 1,619 比  較 

増(△)減 率 △        9.2 △        7.1 △       48.9 29.6  

 

港湾費は、東京港、島しょ等の港湾、漁港及び空港の建設整備、海岸保全施設及び廃棄物埋

立処分場の建設等に要する経費を支出したものである。 

港湾費の主な内訳は、東京港や廃棄物埋立処分場の建設整備を行う東京港整備費（４７１億

余円）、伊豆諸島等の港湾や漁港の建設整備を行う島しょ等港湾整備費（１９０億余円）である。 

 

  第１１款 教育費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 741,158 726,325 0 14,833 98.0

平成２１年度 752,155 730,505 0 21,650 97.1

額 △      10,996 △       4,179 0 △       6,817 比  較 

増(△)減 率 △        1.5 △        0.6 ― △       31.5  

 

教育費は、小学校、中学校の教職員の人件費等、高等学校、特別支援学校の運営、都立学校

等の整備、社会教育等の振興、学校の保健・給食の運営等に要する経費を支出したものである。 

教育費の主な内訳は、都が負担する区市町村立小中学校の教職員の給与等に係る小中学校費

（４，１７１億余円）、都立高等学校の教職員の給与及び学校運営等に係る高等学校費（１，２

３２億余円）、退職手当及年金費（６８７億余円）、特別支援学校費（５８８億余円）である。 

 

  第１２款 学務費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 198,649 193,833 0 4,815 97.6

平成２１年度 171,229 166,041 0 5,187 97.0

額 27,419 27,791 0 △         372 比  較 

増(△)減 率 16.0 16.7 ― △        7.2  
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学務費は、私立学校の助成及び公立大学法人首都大学東京の運営・整備等に要する経費を支

出したものであり、前年度に比べ２７７億余円（１６．７％）の増となっている。その主な理

由は、私立高等学校等就学支援金の実績増により助成費が増となったことによるものである。 

学務費の主な内訳は、私立学校教育の振興を図るため学校法人等に対し経常費補助等各種の

助成を行う私立学校振興費（１，７０９億余円）、公立大学法人首都大学東京支援費（２１０億

余円）である。 

 

  第１３款 警察費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 635,135 614,144 1,010 19,980 96.7

平成２１年度 632,179 616,765 124 15,289 97.6

額 2,955 △       2,621 885 4,690 比  較 

増(△)減 率 0.5 △        0.4 713.7 30.7  

 

警察費は、警察行政の運営、警察諸施設の整備等に要する経費を支出したものである。 

警察費の主な内訳は、職員給与等の警察管理費（４，８８８億余円）、退職手当及年金費（４

７５億余円）、交通安全施設の維持管理や整備、警察活動に係る警察活動費（４１１億余円）で

ある。 

 

第１４款 消防費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 244,612 239,692 1,347 3,573 98.0

平成２１年度 244,155 239,213 17 4,923 98.0

額 457 478 1,329 △      1,350 比  較 

増(△)減 率 0.2 0.2 ― △      27.4  

 

消防費は、消防行政の運営、消防諸施設の整備等に要する経費を支出したものである。 

消防費の主な内訳は、職員給与等の消防管理費（１，８９３億余円）、退職手当及年金費（２

１２億余円）、消防装備の整備や防災・救急救助・予防業務等を行う消防活動費（１７４億余円）

である。 
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第１５款 公債費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 476,991 476,894 0 96 100.0

平成２１年度 577,314 576,856 0 458 99.9

額 △     100,323 △    99,962 0 △         361 比  較 

増(△)減 率 △       17.4 △    17.3 ― △       78.8  

 

公債費は、一般会計における都債の元金償還、利子の支払、減債基金への積立て、発行及び

償還手数料等に要する経費、各基金からの繰替運用の利子を支出したものであり、前年度に比

べ９９９億余円（１７．３％）の減となっている。その主な理由は、都債の元金償還金が減と

なったことによるものである。 

  

  第１６款 諸支出金 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 1,447,786 1,430,225 0 17,560 98.8

平成２１年度 1,703,082 1,697,820 0 5,261 99.7

額 △     255,296 △     267,594 0 12,298 比  較 

増(△)減 率 △       15.0 △       15.8 ― 233.8  

 

諸支出金は、他会計支出金、公有財産管理等に要する経費を支出したものであり、前年度に

比べ２，６７５億余円（１５．８％）の減となっている。その主な理由は、東京オリンピック・

パラリンピック開催準備基金への積立金や都税の過誤納に係る還付金などが実績減となったこ

とによるものである。 

諸支出金の主な内訳は、他会計支出金（１兆１，３９７億余円）、諸費（２，８７０億余円）

である。 

そのうち、他会計支出金の内訳は、特別会計繰出金（８，７９５億余円）、公営企業会計支出

金（２，６０１億余円）である。 

次に、諸費の主な内訳は、地方消費税交付金（１，７５５億余円）、都税の過誤納等に係る還

付金（６６０億余円）、利子割交付金（１７６億余円）、自動車取得税交付金（１３６億余円）

である。 
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  第１７款 予備費 

                                    （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 5,000 0 0 5,000 0 

平成２１年度 500 0 0 500 0 

額 4,500 0 0 4,500 比  較 

増(△)減 率 900 ― ― 900  
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 （２）特別会計 

                                    （単位：百万円、％） 

増（△）減 
 平成２２年度決算額 平成２１年度決算額

額 率 

歳入（収入済額） ４，１０３，９７３ ４，１５３，５６７△  ４９，５９３ △   １．２

歳出（支出済額） ３，９５８，３５２ ４，０５９，９０８△ １０１，５５６ △   ２．５

差     引 １４５，６２０ ９３，６５８ ５１，９６２ ５５．５

 

都は、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充てるため、一般会計

とは別に、特別区財政調整会計など１７特別会計を設置し、その経理の明確化を図っている。 

予算・決算状況について、特別会計の合算額で見ると、表５（１０ページ）のとおり、収入

率は、前年度９７．０％から１．６ポイント上昇して９８．６％、執行率は、前年度９６．６％

から１．２ポイント上昇して９７．８％となっている。 

会計別の執行状況は、〔第４ 局別事項〕において説明している。 
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 ３ 資金収支状況 

平成２２年度における各会計の収支実績及び資金運用の状況は、表８のとおりであり、収入総額は

９兆９，９６６億余円、支出総額は９兆８，２８２億余円、差引き１，６８３億余円（一般会計２２

７億余円、特別会計１，４５６億余円）の収入超過となっている。 

資金収支について、四半期ごとに単月の状況を見ると、 

４月と５月は、都税収入が少ない一方、中小企業制度融資等の貸付け及び各種義務的経費の支出が

集中したため、支出超過となり、内部資金である基金からの繰替運用により資金を手当てしている。

６月は、３月決算法人の法人二税の収入があり、累計収支が黒字に転じている。 

７月は、固定資産税・都市計画税の第１期分収入及び国からの地方消費税の納付があり、収入超過

となっている。８月は、大きな都税収入がない中、地方消費税の清算金等を支出したことから、支出

超過となっている。９月は、１２月決算法人の中間申告による法人二税の収入があったものの、共済

費（追加費用）などの事務的経費の支出で、支出超過となっている。 

１０月は、固定資産税・都市計画税の第２期分の収入があり、収入超過となり、余裕資金が増加に

転じた。１１月は、大きな都税収入のない一方、各種の支出が増加したことにより、支出超過となっ

ている。１２月は、私学助成金及び期末手当等のための支出が増加したが、３月決算法人の中間申告

による法人二税の収入があり、収入超過となっている。 

１月は、固定資産税・都市計画税の第３期分及び地方消費税の収入があり、収入超過となっている。

２月は、税収が少なく、支出超過となっている。３月は、年度末を控えて支出が増加したが、法人二

税、固定資産税・都市計画税第４期分、国庫支出金、各種貸付金の返還等による収入が上回ったため、

収入超過となっている。 

以上のとおり、単月で見ると、収入超過又は支出超過があり、累計収支が年度当初に赤字となった

ものの、概ね黒字基調で推移している。 

会計管理局が運用している歳計現金等の利子収入について見ると、年度当初に法人事業税国税化対

策基金の取崩しを行ったことや、都税の過誤納還付金の減少により、平均預託残高は増加したが、前

年度と同様に運用利回りが低く推移したことにより、表９のとおり、前年度４億１，９７１万余円に

対し、２億２，８６８万余円（一般会計２億１，６７９万余円、特別会計１，１８８万余円）と減少

している。 

また、資金不足に対して行った基金からの一時繰替借に要した利子は２６３万余円であった。 

なお、金融機関からの一時借入れはなかった。 
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平 成 ２ ２ 年 度 東 京 都 各 会 計 

（表８） 

区 分 
平成２２年 

４ 月 ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

収 入 264,421 414,419 1,403,948 893,709 531,580 771,586 695,534

一 般 会 計 53,233 164,620 1,026,658 546,653 231,189 420,632 452,566

 

特 別 会 計 211,188 249,799 377,290 347,057 300,391 350,954 242,968

支 出 604,481 578,593 674,634 408,436 909,326 985,485 455,360

一 般 会 計 443,483 310,855 434,482 293,413 426,715 480,188 299,019

 

特 別 会 計 160,997 267,738 240,152 115,023 482,611 505,297 156,341

収 支 差 引 △340,060 △164,174 729,314 485,274 △377,746 △213,899 240,175

累計収支差引 

( A ) 
△340,060 △504,234 225,080 710,354 332,608 118,709 358,884

一時借入金残高 

( B ) 
0 0 0 0 0 0 0

一時繰替借残高 

( C ) 
0 390,000 0 0 0  0 0

一時繰替貸残高 

( D ) 
0 0 0 0 0 0 0

翌年度繰越額 

( E ) 
0 0 0 0 0 0 0

当年度資金残高 

( F=A+B+C-D-E ) 
△340,060 △114,234 225,080 710,354 332,608 118,709 358,884

前年度・翌年度 

資金残高  ( G ) 
496,968 131,849 0 0 0 0 0

資 金 残 高 

( F+G ) 
156,908 17,615 225,080 710,354 332,608 118,709 358,884

（注） 各会計の計数は端数四捨五入のため、他のページの該当する数値と一致しないことがある。 
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収 支 実 績 及 び 資 金 運 用 状 況 

（単位：百万円） 

 

１１ 

 

１２ 

平成２３年 

１ 月 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 
計 

480,613 940,739 633,610 520,571 1,577,091 130,868 737,966 9,996,654

230,603 707,686 383,139 244,681 1,001,446 121,450 308,123 5,892,680

250,010 233,053 250,471 275,889 575,644 9,417 429,843 4,103,973

607,228 870,729 465,922 782,696 1,202,356 322,339 960,710 9,828,294

341,068 594,676 328,196 365,374 700,325 312,682 539,467 5,869,941

266,161 276,053 137,727 417,323 502,032 9,657 421,243 3,958,352

△126,615 70,010 167,688 △262,126 374,735 △191,471 △222,744 168,360

232,269 302,279 469,966 207,841 582,575 391,104 168,360 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 168,360 

232,269 302,279 469,966 207,841 582,575 391,104 0 

0 0 0 0 0 △263,007 259,094 

232,269 302,279 469,966 207,841 582,575 128,098 427,985 
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利 子 収 入 及 び 支 払 利 子 推 移 表 

（表９）                                  （単位：千円） 

区 分 平成 1８年度 平成 1９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

利 子 収 入 1,018,267 2,953,377 2,499,817 419,712 228,683

一 般 会 計 1,006,870 2,917,024 2,446,000 384,891 216,799
 

特 別 会 計 11,397 36,353 53,817 34,820 11,884

一時借入金等支払利子 

（一般会計） 
153 1,047 9,369 3,895 2,630

（注）一時借入金等支払利子は、基金等からの一時繰替借に係るものである。 
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４ 財産管理の状況 

都有財産は、公有財産、物品、債権及び基金に大別され、財産に関する調書の平成２２年度末（平成

２３．３．３１）現在高及びその内訳は、表１０から表１３までのとおりである。 

 

（１）公有財産 

（表１０） 

分        類 区            分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

土            地 89,008,187.27 ｍ２ 93,123,681.22 ｍ２ 

 △  4,115,493.95 ｍ２土地及び建物 

建            物 27,353,064.17 ｍ２ 27,351,953.72 ｍ２ 

        1,110.45 ｍ２

山        林 所            有 7,650,309.86 ｍ２ 7,648,146.85 ｍ２ 

        2,163.01 ｍ２

 上記の立木推定蓄積量 112,117.00 ｍ３ 113,426.62 ｍ３ 

 △       1,309.62 ｍ３

分            収 13,375,361.97 ｍ２ 13,826,361.97 ｍ２ 

 △   451,000.00 ｍ２ 

上記の立木推定蓄積量 307,730.10 ｍ３ 311,035.00 ｍ３ 

 △     3,304.90 ｍ３

             ３３ 隻              ３３ 隻                ０ 隻
船            舶 

5,525.82 総トン 5,525.82 総トン              0 総トン

浮            標            １００ 個            １００ 個                ０ 個

浮     桟     橋            ６０３ 個            ６０３ 個                ０ 個

動        産 

航     空     機              １３ 機              １４ 機 △             １ 機

地     上     権 18,550,330.86 ｍ２ 19,001,330.86 ｍ２ 

 △    451,000.00 ｍ２

地     役     権          1,110.31 ｍ２         1,110.31 ｍ２ 

                 0 ｍ
２

鉱     業     権 14,067,200.00 ｍ２ 14,067,200.00 ｍ２ 

                 0 ｍ
２

物        権 

計 32,618,641.17 ｍ２ 33,069,641.17 ｍ２ 

 △     451,000.00 ｍ２

無 体財産権 特     許     権              ４２ 件              ４１ 件                １ 件

 著     作     権            ５２８ 件            ４４４ 件             ８４ 件

商     標     権              ５５ 件              ５１ 件                ４ 件

意     匠     権                １ 件                １ 件                ０ 件

育 成 者 権                １ 件                １ 件                ０ 件

その他これらに準ずる権利                ６ 件                ７ 件 △             １ 件

 

計            ６３３ 件            ５４５ 件             ８８ 件

有 価 証 券 株            券 349,122,261,598 円 349,122,261,598 円 0 円

出資による権利 出資金及び出えん金 483,852,033,040 円 468,688,886,745 円  15,163,146,295 円

賃貸型土地信託                ３ 件                ３ 件                ０ 件

賃貸及び分譲型土地信託                １ 件                １ 件                ０ 件

財 産の信託 

の 受 益 権 

計                ４ 件                ４ 件                ０ 件

（注）１ 土地の面積には、山林の所有が含まれている。 

（注）２ 物権の地上権には、山林の分収が含まれている。 

（注）３ 船舶は総トン数２０トン以上のものである。 
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〔主な増減事由〕 

・土地の減少は、主に、井の頭恩賜公園（４万３，０８１．６１ｍ２）の用地を買い入れたものの、東伏

見公園用地の一部（４１２万６，０７３．４９ｍ２）の誤びゅう訂正をしたことなどによるもの 

・建物の増加は、主に、職員白金住宅４棟（３万８，０４１．９１ｍ２ 

 ）を除却したものの、都営住宅（１

万８，９１９．０５ｍ２ 

 ）、多摩職業能力開発センター本館棟（１万１，９１２．００ｍ２ 

 ）、品川特別

支援学校校舎（８，８３４．７９ｍ２ 

 ）を新築したことなどによるもの 

・山林（分収）及び物権（地上権）の減少は、都行造林（南郷造林地等）契約の一部解除（売払い）を行

ったことによるもの 

・出資による権利の増加は、主に、東京都道路公社の解散により、出資金（８７億１，０００万円）が清

算されたものの、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（１０７億１，０００万円）及び財団

法人東京都環境整備公社（１２３億１，６６４万余円）へ出えんしたことなどによるもの 

である。 

 

（２）物品 

（表１１） 

平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

３３，１７５ 点 ３２，６９６ 点 ４７９ 点 

（注）取得価格１００万円以上のものである。 

        

〔主な増減事由〕 

・物品の増加は、主に、東京消防庁が東久留米市から消防事務の受託を開始したことにより特種用途自動

車を譲り受けたことなどによるものである。 

 

（３）債権 

（表１２） 

平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

1,811,640,788,191 円 1,770,228,521,887 円 41,412,266,304 円 

 

〔主な増減事由〕 

・債権の増加は、主に、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から貸付金（２１０億２，０６８

万余円）の返済があったものの、制度融資貸付金（５５５億８，８００万円）を貸し付けたことなどに

よるものである。 
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（４）基金 

 （表１３） 

平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

3,014,930,934,348 円 3,219,978,633,014 円  △  205,047,698,666 円 

 

〔主な増減事由〕 

・基金の減少は、主に、減債基金（８０９億３，６２０万余円）を積み立てたものの、法人事業税国税化

対策特別基金（２，１２８億３，６６１万余円）及び財政調整基金（５８４億４，５４２万余円）を取

り崩したことなどによるものである。 
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第４ 局 別 事 項 

局別事項は、審査の対象となった一般会計及び１７特別会計を所管する２５局等について、平成２

３年７月１４日から同年９月５日までを実地審査期間として審査を実施したものであり、局別の結果

については以下のとおりである。 
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知 事 本 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

知 事 本 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、知事本局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア  物品について 

（ア）物品１２点（映像投影機ほか１１点）が過大に登載されている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                               （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料 1 7 6 718.0

国 庫 支 出 金 200 200 0 100 

繰  入  金 1,627,985 1,003,320 △    624,664 61.6

諸    収    入 24,300 752,043 727,743 ― 

計 1,652,486 1,755,571 103,085 106.2

歳入は、第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額１６億５，２４８万余円、収入

済額１７億５，５５７万余円、比較増額１億３０８万余円、収入率１０６．２％である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

財団法人自治体国際化協会からの返還金等の収入 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 627,699

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

総 務 費 3,848,340 3,496,308 0 352,031 90.9

歳出は、第２款総務費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額３８億４，８３４万

円、支出済額３４億９，６３０万余円、不用額３億５，２０３万余円、執行率９０．９％で

ある。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

都の行財政の基本的な計画及び総合調整等に要したもの 

（款）総務費 （項）知事本局費 （目）管理費 3,496,308

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

 出資による権利 

２ 物  品 

３ 基  金 

 

   1,077,000,000 円 

            ８２ 点 

  12,276,485,054 円 

 

   1,077,000,000 円 

            ８２ 点 

 13,163,260,582 円 

 

               0 円 

              ０ 点 

△   886,775,528 円 

知事本局で所管している財産は上表のとおりであり、 

・基金の減少事由は、アジア人材育成基金（４億１，８６４万余円）及び公害健康被害予防

基金（４億６，８１３万余円）を取り崩したことなどによるもの 

である。 
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青少年・治安対策本部 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

青少年・治安対策本部 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、青少年・治安対策本部執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 



 - 42 -

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料 1 72 71 ― 

国 庫 支 出 金 8,575 7,941 △            633 92.6

  諸  収  入 10 72 62 720 

計 8,586 8,087 △            498 94.2

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額８５８万余円、収入済額８０８

万余円、比較減額４９万余円、収入率９４．２％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

セーフティネット支援対策等事業費に係る補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）総務費国庫補助金 7,000

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

総  務  費 1,931,243 1,465,483 0 465,759 75.9

歳出は、第２款総務費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額１９億３，１２４万

余円、支出済額１４億６，５４８万余円、不用額４億６，５７５万余円、執行率７５．９％

である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

青少年育成総合対策及び治安対策事業等に要したもの 

（款）総務費 （項）青少年治安対策費 （目）管理費 1,465,483

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   無 体 財 産 権 

 

著作権        １ 件 

商標権        １ 件 

 

著作権        ０ 件 

商標権    １ 件 

 

       １ 件 

              ０ 件 

青少年・治安対策本部で所管している財産は上表のとおりであり、 

・無体財産権（著作権）の増加事由は、「動く防犯の眼」を登録したことによるもの 

である。 
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総 務 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

特別区財政調整会計 

小笠原諸島生活再建資金会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

総 務 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、総務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

 ア 公有財産について 

＜有価証券＞ 

（ア）有価証券６，０００万円（株式会社東京映像アーカイブ株券１，２００株）が過大に登

載されている。 
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２ 事業執行について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 8,127 6,836 △         1,290 84.1

国 庫 支 出 金 10,932,924 9,499,431 △      1,433,492 86.9

財 産 収 入 7,129,743 5,650,580 △      1,479,162 79.3

繰  入  金 11,093,467 9,365,235  △      1,728,231 84.4

諸  収  入 2,782,932 2,721,283 △         61,648 97.8

計 31,947,193 27,243,367 △      4,703,825 85.3

歳入は、第７款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額３１９億４，７１９万余円、収

入済額２７２億４，３３６万余円、比較減額４７億３８２万余円、収入率８５．３％である。 

なお、第９款財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（４７万余円）が、第

１２款諸収入（項：雑入）において収入未済額（１，３５４万余円）が生じている。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

各種統計調査費等に係る国庫支出金 

（款）国庫支出金 （項）委託金 （目）総務費委託金 7,917,785

病院会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）公営企業会計繰入金 （目）病院会計繰入金 4,504,755

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費 157,639,019 146,877,836 757,622 10,003,560 93.2

学 務 費 21,207,251 21,007,674 0 199,576 99.1

諸 支 出 金 1,087,562,924 1,084,726,069 0 2,836,854 99.7

計 1,266,409,194 1,252,611,580 757,622 13,039,991 98.9

歳出は、第２款総務費ほか２款で、８項２６目に区分し執行しており、予算現額１兆２，６

６４億９１９万余円、支出済額１兆２，５２６億１，１５８万余円、翌年度繰越額７億５，７

６２万余円、不用額１３０億３，９９９万余円、執行率９８．９％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費１億６，３２１万余円、事故繰越し５億９，４４１万余円で



 - 45 -

ある。繰越明許費の内容は、区市町村振興のための財政補完等に要する経費であり、事故繰

越しの内容は、防災対策の強化に要する経費である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

区市町村振興のための財政補完等に要したもの 

（款）総務費 （項）区市町村振興費 （目）自治振興費 77,174,803

公立大学法人首都大学東京への交付金等に要したもの 

（款）学務費 （項）公立大学法人首都大学東京支援費 （目）管理費 21,007,674

特別区財政調整会計に対する繰出金に要したもの 

（款）諸支出金 （項）他会計支出金 （目）特別会計繰出金 867,556,697

 

 （２）特別区財政調整会計 

この会計は、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する収支を経理するものである。 

財源として、都が課税する固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税等の５５％相当

額など８，６７５億余円を一般会計から繰り入れ、特別区に対し、普通交付金・特別交付金と

して同額を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 867,557 867,556 867,556 0 0 △      0 100.0

平成２１年度 863,474 863,473 863,473 0 0 △      0 100.0

額 4,083 4,0833 4,0833 0 0 比  較 
増(△)減 率 0.5 0.5 0.5 ― ― 

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

繰  入  金 867,556,980 867,556,697 △           283 100.0

諸  収  入 10 0 △            10 0 

繰  越  金 10 0 △            10 0 

計 867,557,000 867,556,697 △          303 100.0

歳入は、第１款繰入金ほか２款であり、予算現額８，６７５億５，７００万円、収入済額

８，６７５億５，６６９万余円、比較減額３０万余円、収入率１００．０％である。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

特別区財政調整交付金に対する一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）特別区財政調整交付金繰入金  867,556,697

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 867,557 867,556 0 0 100.0

平成２１年度 863,474 863,473 0 0 100.0

額 4,083 4,083 0 0 比  較 
増(△)減 率 0.5 0.5 ― ― 

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

 特別区交付金 867,557,000 867,556,697 0 303 100.0

歳出は、第１款特別区交付金で、１項２目に区分し執行しており、予算現額８，６７５億

５，７００万円、支出済額８，６７５億５，６６９万余円、不用額３０万余円、執行率１０

０．０％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

普通交付金に要したもの 

（款）特別区交付金 （項）特別区財政調整交付金 （目）普通交付金 823,901,843

特別交付金に要したもの 

（款）特別区交付金 （項）特別区財政調整交付金 （目）特別交付金   43,654,854

 

（３）小笠原諸島生活再建資金会計 

この会計は、小笠原諸島帰島民等に対する生活再建資金貸付事業に関する収支を経理するも

のである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた６億６，０５７万余円であり、

新規貸付はなかった。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 249 726 660 8 58 411 265.1

平成２１年度 422 722 648 4 70 226 153.6

額 △   173 4 12 3 △     12 比  較 
増(△)減 率 △  41.0 0.6 1.9 75.0 △  17.1 

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増 (△) 減額 収 入 率 

事 業 収 入 23,961 24,303 342 101.4

諸  収  入 664 2,726 2,062 410.5

繰  越  金 224,375 633,539 409,164 282.4

計 249,000 660,570 411,570 265.3

歳入は、第１款事業収入ほか２款であり、予算現額２億４，９００万円、収入済額６億６，０

５７万余円、比較増額４億１，１５７万余円、収入率２６５．３％となっている。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元利収入）において、不納欠損額（８３０万余円）及

び収入未済額（４，９９９万余円）が、第２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（８

１１万余円）が生じている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

生活再建資金貸付金の元金収入 

（款）事業収入 （項）貸付金元利収入 （目）貸付金元金収入 21,927

前年度からの繰越金 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 633,539

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 249 0 0 249 0 

平成２１年度 422 14 0 407 3.3

額 △       173 △       14 0 △      158 比  較 
増(△)減 率 △      41.0 △   100 ― △      38.8 
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 (イ)内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

貸 付 費 249,000 0 0 249,000 0 

歳出は、第１款貸付費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額２億４，９００万円、

支出済額０円、不用額２億４，９００万円、執行率０％となっている。  

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

物     権 

無 体 財 産 権 

有 価 証 券 

 

出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

    1,808,993.81 ｍ２

      114,230.54 ｍ２

地上権  4,489.43 ｍ２

著作権      ３３ 件 

株 券 

61,500,000 円 

 130,929,458,820 円 

          ５９６ 点 

   3,235,037,624 円 

 292,895,379,437 円 

 

    1,824,126.44 ｍ２

      152,143.51 ｍ２

地上権  4,489.43 ｍ２

著作権      ３５ 件 

株 券 

61,500,000 円 

 130,929,458,820 円 

          ５２６ 点 

   3,266,331,364 円 

 292,360,395,219 円 

 

△    15,132.63 ｍ２

△     37,912.97 ｍ２

               0 ｍ２

△            ２ 件 

 

               0 円 

               0 円 

             ７０点 

△    31,293,740 円 

     534,984,218 円 

総務局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、旧東京都職員共済組合青山病院敷地（１万６，２０８．９８ｍ２）を財務

局へ引き継いだことなどよるもの 

・建物の減少は、職員白金住宅４棟（３万８，０４１．９１ｍ２）を除却したことなどによ

るもの 

・無体財産権（著作権）の減少は、第６８回国民体育大会広報用デザイン３件をスポーツ振

興局に所管換したことなどによるもの 

・物品の増加は、海底光ファイバーケーブルほか通信機器類を建設局から所属換したことな

どによるもの 

・債権の減少は、財団法人東京都島しょ振興公社貸付金（１，０００万円）及び小笠原諸島

生活再建資金貸付金（２，０７１万円）が返還されたことなどによるもの 

・基金の増加は、災害救助基金（４億３，８７９万余円）及び東京都区市町村振興基金（９， 

６１８万余円）を積み立てたことによるもの 

である。 
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額 

小笠原諸島生活再建資金貸付金 ９２，５５２ ３８，０６５

(財)東京都島しょ振興公社貸付金 ２，２５０，０００ ０

医療技術短期大学修学資金貸付金 ５８３ ０

合   計 ２，３４３，１３５ ３８，０６５

   ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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財 務 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

用地会計 

公債費会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

財 務 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、財務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

地方特例交付金 26,540,098 16,458,361 △     10,081,737 62.0

特 別 交 付 金 4,190,614 3,853,528 △        337,086 92.0

使用料及手数料 1,391,447 1,232,254 △        159,192 88.6

国 庫 支 出 金 5,933,591 4,067,238 △      1,866,352 68.5

財 産 収 入 41,470,233 9,959,685 △     31,510,547 24.0

寄 附 金 0 6,651,597 6,651,597 ― 

繰 入 金 189,563,002 140,436,063 △     49,126,938 74.1

諸 収 入 70,516,699 56,391,848 △     14,124,850 80.0

都 債 498,088,000 330,323,322 △    167,764,677 66.3

繰 越 金 21,443,012 21,443,012 0 100.0

計 859,136,696 590,816,911 △    268,319,784 68.8

歳入は、第４款地方特例交付金ほか９款であり、予算現額８，５９１億３，６６９万余円、

収入済額５，９０８億１，６９１万余円、比較減額２，６８３億１，９７８万余円、収入率

６８．８％である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（２６８万余円）が、

第９款財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（２，２８４万余円）が、第１

２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：雑入）において、不納欠損額（３５３万余円）及び

収入未済額（６４万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

社会資本等整備基金からの繰入金 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）社会資本等整備基金繰入金 105,604,418

宝くじの販売益金、時効益金及び運用利益金の収入 

（款）諸収入 （項）収益事業収入 （目）宝くじ収入 55,717,597

街路整備費等に要する土木債収入 

（款）都債 （項）都債 （目）土木債 168,768,435
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イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費 13,255,397 12,450,598 0 804,798 93.9

公 債 費 476,948,000 476,892,184 0 55,815 100.0

諸 支 出 金 289,613,188 275,311,432 0 14,301,755 95.1

予 備 費 5,000,000 0 0 5,000,000 0 

計 784,816,585 764,654,214 0 20,162,370 97.4

歳出は、第２款総務費ほか３款で、８項１３目に区分し執行しており、予算現額７，８４

８億１，６５８万余円、支出済額７，６４６億５，４２１万余円、不用額２０１億６，２３

７万余円、執行率９７．４％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

都債の元金、利子及び減債基金積立金等の公債費会計への繰出しに要したもの 

（款）公債費 （項）公債費 （目）公債費会計繰出金    476,892,184

公営企業会計に対する経費補給及び出資金に要したもの 

（款）諸支出金 （項）他会計支出金 （目）公営企業会計支出金    260,152,006

 

（２）用地会計 

この会計は、公園、河川の整備等を円滑に推進するための用地の先行取得に関する収支を経

理するものである。 

財源は、財産売払収入（事業局へ引き継いだ用地の引取経費及び償還金）、一般会計繰入金、

都債等を合わせた４０２億余円であり、都債の償還、用地買収等に要する経費として３２７億

余円を支出している。 

ア 歳 入  

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 39,139 40,294 40,294 0 0 1,155 103.0

平成２１年度 58,508 54,852 54,852 0 0 △  3,655 93.8

額 △ 19,368 △ 14,557 △ 14,557 0 0 比  較 
増(△)減 率 △  33.1 △  26.5 △  26.5 ― ―   
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

財 産 収 入 14,839,898 20,925,577 6,085,679 141.0

繰 入 金 8,323,000 7,973,560 △        349,439 95.8

諸 収 入 1,549 431 △          1,117 27.8

都   債 13,007,000 3,830,700 △      9,176,299 29.5

繰 越 金 2,968,153 7,564,484 4,596,331 254.9

計 39,139,600 40,294,754 1,155,154 103.0

歳入は、第１款財産収入ほか４款であり、予算現額３９１億３，９６０万円、収入済額４

０２億９，４７５万余円、比較増額１１億５，５１５万余円、収入率１０３．０％である。  

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

先行取得用地の不動産売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 20,921,222

公共用地先行取得債の元利償還金及び用地買収費等の収入 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 7,973,560

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 39,139 32,730 248 6,160 83.6

平成２１年度 58,508 47,288 163 11,056 80.8

額 △     19,368 △     14,557 85 △      4,896 比  較 

増(△)減 率 △      33.1 △      30.8 52.1 △      44.3  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

用 地 費 39,139,600 32,730,270 248,870 6,160,459 83.6

歳出は、第１款用地費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額３９１億３，９６０

万円、支出済額３２７億３，０２７万余円、翌年度繰越額２億４，８８７万円、不用額６１

億６，０４５万余円、執行率８３．６％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２億１，３６４万余円、事故繰越し３，５２２万余円で、主

な内容は、用地取得に係る補償費等である。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

公共用地の先行取得に要したもの 

（款）用地費 （項）用地買収費 （目）諸用地先行取得費 32,730,270

 

（３）公債費会計 

この会計は、一般会計、特別会計及び公営企業会計における都債の発行・償還等に関する収

支を一括計上し、経理するものである。 

財源は、各会計からの繰入金等１兆８，４８６億余円であり、各会計における都債の元利償

還等に要する経費として同額を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 1,870,620 1,848,633 1,848,633 0 0 △ 21,986 98.8

平成２１年度 1,957,002 1,941,898 1,941,898 0 0 △ 15,103 99.2

額 △ 86,382 △ 93,265 △ 93,265 0 0 比  較 
増(△)減 率 △   4.4 △   4.8 △   4.8 ― ―   

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

財 産 収 入 5,458,562 5,030,021 △        428,540 92.1

繰 入 金 1,499,258,557 1,477,872,706 △     21,385,850 98.6

諸 収 入 881 479 △            401 54.4

都   債 365,902,000 365,729,953 △        172,046 100.0

計 1,870,620,000 1,848,633,161 △     21,986,838 98.8

歳入は、第１款財産収入ほか３款であり、予算現額１兆８，７０６億２，０００万円、収

入済額１兆８，４８６億３，３１６万余円、比較減額２１９億８，６８３万余円、収入率９

８．８％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

元金償還金等に要した公営企業会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）繰入金 （目）公営企業会計繰入金 591,791,682

借換債による都債の収入 

（款）都債 （項）都債 （目）一般会計借換債 336,176,404
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 1,870,620 1,848,633 0 21,986 98.8

平成２１年度 1,957,002 1,941,898 0 15,103 99.2

額 △     86,382 △     93,265 0 6,883 比  較 

増(△)減 率 △       4.4 △       4.8 ― 45.6  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

公 債 費 1,870,620,000 1,848,633,161 0 21,986,838 98.8

歳出は、第１款公債費で、１項５目に区分し執行しており、予算現額１兆８，７０６億

２，０００万円、支出済額１兆８，４８６億３，３１６万余円、不用額２１９億８，６８３

万余円、執行率９８．８％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都債の元金償還金に要したもの 

（款）公債費 （項）公債費 （目）元金償還金 1,291,023,840
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土    地

建    物

無 体財産権

有 価 証 券

 

出資による権利

財産の信託の受益権

２ 物  品 

３ 債  権 

４  基  金 

 

      4,885,594.02 ｍ２

        441,663.59 ｍ２

著作権          ２ 件

株 券 

     1,724,328,880 円

       694,000,000 円

                ３ 件

              ７５ 点

        62,194,539 円

 2,351,124,184,527 円

 

      4,956,815.86 ｍ２

        459,065.51 ｍ２

著作権          ２ 件

株 券 

     1,724,328,880 円

       694,000,000 円

                ３ 件

              ７５ 点

       124,672,695 円

 2,532,909,163,451 円

 

△       71,221.84 ｍ２

△       17,401.92 ｍ２

                ０ 件

 

                 0 円

                 0 円

                ０ 件

                ０ 点

△     62,478,156 円

△ 181,784,978,924 円

財務局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、旧調布基地跡地整備関連事業用地（４万１,２８６．５２ｍ２）をスポー

ツ振興局（旧生活文化スポーツ局）及び都市整備局へ所管換したこと、坂浜・平尾地区

（３万８,０３７．７３ｍ２）を都市整備局へ有償所管換したことなどによるもの 

・建物の減少は、旧池袋商業高等学校校舎等（１万３，７２５．８１ｍ２）を売り払ったこ

と、特別区総合庁舎等（文京都税事務所ほか２件、８，１４８．４９ｍ２）を主税局及び

建設局へ所管換したことなどによるもの 

・債権の減少は、土地売払代金の延納分が返還されたことによるもの 

・基金の減少は、減債基金（８０９億３，６２０万余円）を積み立てたものの、法人事業税

国税化対策特別基金（２，１２８億３，６６１万余円）及び財政調整基金（５８４億

４，５４２万余円）を取り崩したことなどによるもの 

である。 
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主 税 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

地方消費税清算会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

主 税 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、主税局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 公有財産について 

＜建 物＞ 

（ア）建物３２８．００ｍ２（旧足立自動車税事務所）が過大に登載されている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

都          税 4,152,676,846 4,148,514,452 △     4,162,393 99.9

地 方 譲 与 税 167,515,460 178,263,674 10,748,214 106.4

助 成 交 付 金 22,713 23,745 1,032 104.5

使用料及手数料 399,561 362,194 △         37,366 90.6

国 庫 支 出 金 4,032 2,934 △      1,098 72.8

財 産 収 入 14,366 14,368 2 100.0

繰  入  金 1,000 1,051 51 105.1

諸  収  入 8,573,106 8,675,951 102,845 101.2

計 4,329,207,084 4,335,858,372 6,651,288 100.2

歳入は、第１款都税ほか７款であり、予算現額４兆３，２９２億７０８万余円、収入済額

４兆３，３５８億５，８３７万余円、比較増額６６億５，１２８万余円、収入率１００．２％

である。 

なお、第１款都税(項：都民税ほか１１項)において、不納欠損額（１１８億３，７９０万

余円）及び収入未済額（１，２４３億２１７万余円）が、第１２款諸収入(項：延滞金及加算

金、項：雑入)において、不納欠損額（２６億７，７６７万余円）及び収入未済額（１１８億

１，６４９万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

個人都民税 

（款）都税 （項）都民税 （目）個人 754,177,612

固定資産税 

（款）都税 （項）固定資産税 （目）固定資産税 1,103,152,603

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

徴   税   費 66,622,465 65,180,534 0 1,441,930 97.8

諸 支 出 金 67,780,438 67,683,751 0 96,686 99.9

計 134,402,903 132,864,285 0 1,538,617 98.9
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歳出は、第３款徴税費ほか１款で、５項１０目に区分し執行しており、予算現額１，３４

４億２９０万余円、支出済額１，３２８億６，４２８万余円、不用額１５億３，８６１万余

円、執行率９８．９％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

都税の徴収及び滞納処分、個人都民税徴収取扱等に対する交付金に要したもの 

（款）徴税費 （項）徴収費 （目）徴収事務費 26,076,362

都税の過誤納に係る還付金等に要したもの 

（款）諸支出金 （項）諸 費 （目）過誤納還付金 66,064,014

 

（２）地方消費税清算会計 

この会計は、各都道府県間において消費地と課税地を一致させるために行う地方消費税の清

算に関する収支を経理するものである。 

国から払い込まれる清算前の地方消費税８，１２３億余円、各道府県から支払われる清算金

２，４４５億余円等を合わせた１兆１，１７８億余円を収入し、各道府県に支払う清算金６，６

４２億余円、一般会計への繰出金３，５１０億余円等を支出している。 

ア 歳 入 

    （ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 1,143,549 1,117,803 1,117,803 0 0 △ 25,745 97.7

平成２１年度 1,137,450 1,061,868 1,061,868 0 0 △ 75,581 93.4

額 6,099 55,934 55,934 0 0 比  較 
増(△)減 率 0.5 5.3 5.3 ― ― 

  

    （イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

地 方 消 費 税 806,755,000 812,384,407 5,629,407 100.7

諸  収  入 242,537,000 244,600,217 2,063,217 100.9

繰  越  金 94,257,000 60,818,563 △     33,438,436  64.5

計 1,143,549,000 1,117,803,187 △     25,745,812 97.7

歳入は、第１款地方消費税ほか２款であり、予算現額１兆１，４３５億４，９００万円、

収入済額１兆１，１７８億３１８万余円、比較減額２５７億４，５８１万余円、収入率９７．

７％となっている。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

国から払い込まれる地方消費税 

（款）地方消費税 （項）地方消費税 （目）地方消費税 812,384,407

清算によって他の道府県から払い込まれる地方消費税清算金収入 

（款）諸収入 （項）地方消費税清算金収入 （目）地方消費税清算金収入 244,599,165

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

平成２２年度 1,042,227 1,018,236 0 23,990 97.7

平成２１年度 1,078,707 1,001,050 0 77,656 92.8

額 △     36,480 17,186 0 △     53,666 比  較 

増(△)減 率 △     3.4 1.7 ― △     69.1 

 

（イ）内訳                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

地方消費税清算費 1,042,227,000 1,018,236,022 0 23,990,977 97.7

歳出は、第１款地方消費税清算費で、１項３目に区分し執行しており、予算現額１兆４２

２億２，７００万円、支出済額１兆１８２億３，６０２万余円、執行率９７．７％である。  

（ウ）主な内容                                （単位：千円） 

消費地と課税地を一致させるための調整に係る関係道府県との清算に要したもの 

（款）地方消費税清算費 （項）地方消費税清算費 （目）地方消費税清算金 664,299,150

清算後の地方消費税収入額等について一般会計へ繰り出すために要したもの 

（款）地方消費税清算費 （項）地方消費税清算費 （目）一般会計繰出金 351,068,251
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

出資による権利 

２ 物  品 

 

       51,879.70 ｍ２

      111,180.56 ｍ２

     300,200,000 円 

            ９２ 点 

 

       48,957.87 ｍ２

      105,408.92 ｍ２

     300,200,000 円 

          １４３ 点 

 

        2,921.83 ｍ２

        5,771.64 ｍ２

               0 円 

 △     ５１ 点 

主税局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、足立都税事務所改築移転用地（２，９２１．８３ｍ２）を警視庁から所管

換したことによるもの 

・建物の増加は、文京都税事務所（２，８６０．９７ｍ２）及び渋谷都税事務所（２，８２

２．０１ｍ２）を財務局から所管換したことなどによるもの 

・物品の減少は、電話交換機（４点）を取得したものの、証紙の自動販売機（５６点）を廃

棄したことなどによるもの 

である。 
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生 活 文 化 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

生 活文化局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、生活文化局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 物品について 

（ア）物品２点（走行検査機）が過大に登載されている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料 1,474,991 1,486,444 11,453 100.8

国 庫 支 出 金 43,720,683 42,158,364 △      1,562,318 96.4

財 産 収 入 148,488 144,890 △          3,597 97.6

繰  入  金 5,954,514 5,033,019 △        921,494 84.5

諸  収  入 994,115 924,098 △         70,016 93.0

計 52,292,791 49,746,817 △      2,545,973 95.1

歳入は、第７款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額５２２億９，２７９万余円、収入

済額４９７億４，６８１万余円、比較減額２５億４，５９７万余円、収入率９５．１％である。 

なお、第１２款諸収入（項：貸付金元利収入、項：雑入）において、収入未済額（８億５，３

１４万余円、うち育英資金貸付金７億５，００３万余円）が生じている。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

旅券発給等の手数料 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）生活文化スポーツ手数料 1,430,661

高等学校等就学支援金交付金等に係る学務費国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）学務費国庫補助金 41,557,198

スポーツ･文化振興交流基金からの繰入金 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）スポーツ･文化振興交流基金繰入金 3,138,651

 

イ 歳 出                             （単位：千円 、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

生活文化スポーツ費 25,610,850 23,347,864 0 2,262,985 91.2

学  務  費 177,441,881 172,826,056 0 4,615,824 97.4

諸 支 出 金 60 60 0 0 100.0

計 203,052,791 196,173,980 0 6,878,810 96.6

歳出は、第４款生活文化スポーツ費ほか２款で、４項１０目に区分し執行しており、予算現

額２，０３０億５，２７９万余円、支出済額１，９６１億７，３９８万余円、不用額６８億７，８

８１万余円、執行率９６．６％である。  
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（主な内容）                              （単位：千円） 

文化施設の運営等に要したもの 

（款）生活文化スポーツ費 （項）生活文化スポーツ費 （目）文化振興費 12,869,565

私立学校経常費補助等に要したもの 

（款）学務費 （項）私立学校振興費 （目）助成費 170,473,733

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

物     権 

無 体 財 産 権 

   有  価  証  券 

 

出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

      116,347.05 ｍ２

      225,361.79 ｍ２

地上権  1,020.61 ｍ２

著作権      ５０ 件 

商標権      １１ 件 

株 券 

     675,000,000 円 

     447,000,000 円 

      ３，６００ 点 

   5,627,006,009 円 

  18,427,512,823 円 

 

      133,860.96 ｍ２ 

      355,446.71 ｍ２ 

地上権  1,020.61 ｍ２ 

著作権      ４０ 件 

商標権      １４ 件 

株 券 

     675,000,000 円 

     635,000,000 円 

      ３，６８７ 点 

   6,438,124,579 円 

  20,418,182,950 円 

 

△     17,513.91 ｍ２

△    130,084.92 ｍ２

               0 ｍ２

            １０ 件 

△            ３ 件 

 

               0 円 

△   188,000,000 円 

△          ８７ 点 

△   811,118,570 円 

△ 1,990,670,127 円 

生活文化局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、東京体育館（１万７，５１３．９１ｍ２）をスポーツ振興局へ所管換した

ことによるもの 

・建物の減少は、東京体育館（４万５，２５１．８９ｍ２）をスポーツ振興局へ所管換した

ことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、広報東京都を登録したことなどによるもの 

・無体財産権（商標権）の減少は、「東京シティマラソン」に係る３件をスポーツ振興局へ所

管換したことによるもの 

・出資による権利の減少は、財団法人東京都スポーツ文化事業団出えん金（１億８，８００

万円）をスポーツ振興局へ所管換したことによるもの 

・物品の減少は、体育用備品等をスポーツ振興局へ所属換したことなどによるもの 

・債権の減少は、育英資金貸付金の返還等によるもの 

・基金の減少は、新しい公共支援基金（５億７，４００万円）及び高等学校等生徒修学支援
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基金（２５億９，６３３万余円）を積み立てたことなどにより増加したものの、スポーツ・

文化振興交流基金（５０億２，１８６万余円）及び消費者行政活性化基金（１億３，９１

３万余円）を取り崩したことによるもの 

である。 

 

イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額 

公衆浴場施設確保資金貸付金 １０４，０４６ ０

(財)東京都交響楽団経営安定化資金貸付金 ６５，０００ ０

育英資金貸付金 ４，３０４，１７９ ７５０，０３３

進学奨励事業学資金貸付金 ７６，２５１ ７４，０２８

合      計 ４，５４９，４７６ ８２４，０６１

※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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ス ポ ー ツ 振 興 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

スポーツ振興局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び 

財産に関する調書について、スポーツ振興局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

  

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料 
 0

（4,853）

4,044   4,044 

（△     808） 

― 

（83.3）

国 庫 支 出 金 
       0

（5,223）

10,000   10,000 

    （4,777） 

― 

（191.5）

諸    収    入 
       0

（402）

162,749  162,749 

    （162,347） 

― 

（―） 

計 
       0

（10,478）

176,794  176,794 

    （166,316） 

― 

（―） 

注 括弧内は、スポーツ振興局発足に伴い生活文化局から移管された金額である。 

平成２２年７月１６日、スポーツ振興局の発足に伴い生活文化局から移管された歳入は、

第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額１，０４７万余円、収入済額 1 億７，６７

９万余円、比較増額１億６，６３１万余円である。 

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（１，２５３万余円）が生じて

いる。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

独立行政法人日本スポーツ振興センター・スポーツ振興くじ助成金交付要綱に基づく助成金 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）スポーツ振興くじ助成金収入 100,000

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

総  務  費 1,716,860 1,460,453 0 256,406 85.1

生活文化スポーツ費 7,447,710 6,204,060 0 1,243,649 83.3

福 祉 保 健 費 122,988 120,145 0 2,842 97.7

計 9,287,558 7,784,658 0 1,502,899 83.8

歳出は、第２款総務費ほか２款で、５項７目に区分し執行しており、予算現額９２億８，７

５５万余円、支出済額７７億８，４６５万余円、不用額１５億２８９万余円、執行率８３．

８％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

体育施設の運営、国体等に向けたスポーツの振興などに要したもの 

（款）生活文化スポーツ費 （項）生活文化スポーツ費 （目）スポーツ振興費 5,685,572
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

無 体 財 産 権 

   

 

 出資による権利 

２ 物  品 

 

       64,519.65 ｍ２

      130,453.18 ｍ２

著作権        ３ 件 

商標権       ４ 件 

その他これらに準ずる権利 

              １ 件 

     988,000,000 円 

        １８８ 点 

 

            0.00 ｍ２ 

            0.00 ｍ２ 

著作権       ０ 件 

商標権       ０ 件 

その他これらに準ずる権利 

              ０ 件 

               0 円 

              ０ 点 

 

       64,519.65 ｍ２

      130,453.18 ｍ２

             ３ 件 

              ４ 件 

 

        １ 件 

     988,000,000 円 

          １８８ 点 

スポーツ振興局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、武蔵野の森総合スポーツ施設建設用地（４万７，００５．７４ｍ２）及び

東京体育館用地（１万７，５１３．９１ｍ２）を生活文化局から所管換したことによるも

の 

・建物の増加は、東京体育館（４万５，２５１．８９ｍ２）を生活文化局から所管換したこ

となどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、第６８回国民体育大会広報用デザイン３件を総務局から

所管換したことによるもの 

・無体財産権（商標権）の増加は、「東京シティマラソン」に係る３件を生活文化局から所管

換したこと及び「スポーツ祭東京２０１３」を商標登録したことによるもの 

・無体財産権（その他これらに準ずる権利）の増加は、「ゆりーと（スポーツ祭東京２０１３

マスコットキャラクター）」が商標権出願中であることによるもの 

・出資による権利の増加は、財団法人東京都スポーツ文化事業団への出えん金（１億８，８

００万円）を生活文化局から所管換したこと及び一般財団法人東京マラソン財団の設立の

ために出えん金（８億円）を拠出したことによるもの 

・物品の増加は、体育用備品等を生活文化局から所属換したことなどによるもの 

である。 
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都 市 整 備 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

都営住宅等事業会計 

都営住宅等保証金会計 

都市開発資金会計 

多摩ニュータウン事業会計 

臨海都市基盤整備事業会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

都 市整備局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、都市整備局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金 174,223 74,183 △      100,039 42.6

使用料及手数料 1,883,213 1,676,212 △        207,000 89.0

国 庫 支 出 金 19,275,075 18,215,767 △     1,059,307 94.5

財 産 収 入 16,507,336 13,458,031 △      3,049,304 81.5

繰  入  金 909,675 1,532,218 622,543 168.4

諸  収  入 44,153,943 44,628,592 474,649 101.1

計 82,903,465 79,585,005 △      3,318,459 96.0

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額８２９億３４６万余円、収入済

額７９５億８，５００万余円、比較減額３３億１，８４５万余円、収入率９６．０％である。 

なお、第９款財産収入（項：財産運用収入、項：財産売払収入）において、収入未済額（４

億５８６万余円、うち再開発保留床売払収入４億５５１万余円）が生じている。また、第１

２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：貸付金元利収入、項：弁償金及報償金、項：雑入）

において、不納欠損額（１，６２１万余円）及び収入未済額（１２億９，３６０万余円、う

ち売却年賦払利子４億２，１４１万余円、生活再建資金貸付金３億１，５６０万余円、住宅

資金貸付金１億９，７０１万余円、清算金１億５，９５０万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

東京都事務手数料条例等に基づく手数料収入 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）都市整備手数料 1,624,222

市街地再開発費等の国庫補助金収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）都市整備費国庫補助金 16,710,701

東京地下鉄株式会社等の配当金収入 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）利子及配当金 4,088,695

土地の売払代金収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 9,227,951

首都高速道路整備事業貸付金等の貸付金元利収入 

（款）諸収入 （項）貸付金元利収入 （目）都市整備費貸付金元利収入 43,940,015
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イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

都 市 整 備 費 221,422,595 201,571,717 4,102,066 15,748,811 91.0

諸 支 出 金 12,885 12,883 0 1 100.0

計 221,435,480 201,584,601 4,102,066 15,748,812 91.0

歳出は、第５款都市整備費ほか１款で、６項２５目に区分し執行しており、予算現額２，

２１４億３，５４８万円、支出済額２，０１５億８，４６０万余円、翌年度繰越額４１億２

０６万余円、不用額１５７億４，８８１万余円、執行率９１．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費３８億７，７６４万余円、事故繰越２億２，４４２万余円で、

主な内容は、都市改造事業に要する経費等である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

都市高速鉄道建設の助成等に要したもの 

（款）都市整備費 （項）都市基盤整備費 （目）都市基盤施設等助成費 44,584,704

都市改造事業に要したもの 

（款）都市整備費 （項）市街地整備費 （目）都市改造費 45,741,852

ニュータウン事業に要したもの 

（款）都市整備費 （項）市街地整備費 （目）ニュータウン事業費 23,264,661

都営住宅等事業会計への繰出金等に要したもの 

（款）都市整備費 （項）住宅費 （目）管理費 25,938,541

都民住宅等の供給助成に要したもの 

（款）都市整備費 （項）住宅費 （目）都民住宅等供給助成費 30,453,049

 

（２）都営住宅等事業会計 

この会計は、都営住宅等の建設及び管理に関する収支を経理するものである。 

財源は、住宅使用料、一般会計繰入金、国庫負担金、都債等を合わせた１，４８７億余円で

あり、都営住宅等の管理運営・公営住宅建設等に要する経費、公債費会計及び都営住宅等保証

金会計への繰出金等として１，４８１億余円を支出している。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 170,007 152,035 148,741 214 3,082 △ 21,265 87.5

平成２１年度 176,891 156,914 153,569 182 3,164 △ 23,321 86.8

額 △  6,884 △  4,878 △  4,827 32 △     82 比  較 

増(△)減 率 △   3.9 △   3.1 △   3.1 17.6 △   2.6 

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金 76,355 103,953 27,598 136.1

使用料及手数料 76,563,996 73,213,968 △     3,350,027 95.6

国 庫 支 出 金 31,758,003 24,229,904 △     7,528,098 76.3

財 産 収 入 2,249,425 2,270,137 20,712 100.9

繰  入  金 27,530,460 25,232,121 △     2,298,338 91.7

諸  収  入 5,213,962 5,442,438 228,476 104.4

都     債 26,414,000 17,901,252 △     8,512,747 67.8

繰  越  金 200,799 347,431 146,632 173.0

計 170,007,000 148,741,209 △    21,265,790 87.5

歳入は、第１款分担金及負担金ほか７款であり、予算現額１，７００億７００万円、収入

済額１，４８７億４，１２０万余円、比較減額２１２億６，５７９万余円、収入率８７．５％

である。 

なお、第２款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（１億８，４６７万余

円）及び収入未済額（２５億３，３４４万余円）が、第４款財産収入（項：財産運用収入）

において、収入未済額（７８５万余円）が、第６款諸収入（項：雑入）において、不納欠損

額（２，９９７万余円）及び収入未済額（５億４，１１２万余円、うち退去時の原状回復に

係る居住者負担金２億８，１０１万余円、住宅使用停止後引き続き住宅を使用した損害金１

億９，２８４万余円）が生じている。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅等の使用料収入 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）住宅使用料 73,213,221

公営住宅建設事業等の国庫負担金 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）国庫負担金 23,986,176

都営住宅等事業に充当する一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 25,141,121

都営住宅等事業に対する都債収入 

（款）都債 （項）都債 （目）住宅債 17,901,252

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

平成２２年度 170,007 148,160 2,970 18,876  87.1

平成２１年度 176,891 153,221 4,073 19,596  86.6

額 △      6,884 △      5,060 △      1,103 △        720 比  較 

増(△)減 率 △       3.9  △       3.3 △   27.1 △       3.7  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

都営住宅等事業費 170,007,000 148,160,991 2,970,000 18,876,008 87.1

歳出は、第１款都営住宅等事業費で、１項５目に区分し執行しており、予算現額１，７０

０億７００万円、支出済額１，４８１億６，０９９万余円、翌年度繰越額２９億７，０００

万円、不用額１８８億７，６００万余円、執行率８７．１％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２９億７，０００万円で、公営住宅建設等に要する経費であ

る。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅等の管理運営に要したもの 

（款）都営住宅等事業費 （項）都営住宅等事業費 （目）住宅管理費 43,517,733

公営住宅建設等に要したもの 

（款）都営住宅等事業費 （項）都営住宅等事業費 （目）住宅建設費 44,431,113

公債費会計及び都営住宅等保証金会計へ繰り出したもの 

（款）都営住宅等事業費 （項）都営住宅等事業費 （目）特別会計繰出金 51,168,228
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（３）都営住宅等保証金会計 

この会計は、都営住宅、特定公共賃貸住宅等の保証金（敷金）及び定期借地権設定に係る保

証金に関する収支を経理するものである。 

財源は、都営住宅等事業会計繰入金、保証金収入、前年度からの繰越金等を合わせた９９億

余円であり、住宅退去者への保証金返還金及び都営住宅団地環境整備等に要する経費として６

億余円を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 9,883 9,929 9,928 0 0 45 100.5

平成２１年度 11,849 11,890 11,890 0 0 41 100.3

額 △  1,966 △  1,961 △  1,961 0 △      0 比  較 

増(△)減 率 △  16.6 △  16.5 △  16.5 ― ―   

   

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

保 証金収入 547,000 546,395 △             604 99.9

繰  入  金 2,075,000 2,074,872 △            128 100.0

諸  収  入 10,000 7,831 △           2,168 78.3

繰  越  金 7,251,000 7,299,716 48,716 100.7

計 9,883,000 9,928,815 45,815 100.5

歳入は、第１款保証金収入ほか３款であり、予算現額９８億８，３００万円、収入済額９

９億２，８８１万余円、比較増額４，５８１万余円、収入率１００．５％である。 

なお、第１款保証金収入（項：住宅保証金収入）において、収入未済額（２５万余円）が

生じている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅の保証金収入 

（款）保証金収入 （項）住宅保証金収入 （目）都営住宅保証金収入 464,034

都営住宅保証金から貸付した都営住宅営繕事業資金の返還金収入 

（款）繰入金 （項）都営住宅等事業会計繰入金 （目）貸付金元金返還繰入金 1,992,800

前年度からの繰越金収入 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 7,299,716
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

平成２２年度 711 626 0 84 88.0

平成２１年度 4,729 4,590 0 138 97.1

額 △      4,018 △      3,964 0 △         53 比  較 

増(△)減 率 △      85.0 △      86.4 ― △      38.4 

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

返 還 金 620,000 535,094 0 84,905 86.3

繰 出 金 91,000 91,000 0 0 100 

計 711,000 626,094 0 84,905 88.1

歳出は、第１款返還金ほか１款で、２項４目に区分し執行しており、予算現額７億１，１

００万円、支出済額６億２，６０９万余円、不用額８，４９０万余円、執行率８８．１％で

ある。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅退去者に対する保証金返還に要したもの 

（款）返還金 （項）住宅保証金返還金 （目）都営住宅保証金返還金 466,060

都営住宅団地環境整備の経費として都営住宅等事業会計へ繰り出したもの 

（款）繰出金 （項）繰出金 （目）都営住宅等事業会計繰出金 91,000

 

（４）都市開発資金会計 

この会計は、既成市街地の計画的な整備改善を図るため、国から資金を借り受けて行う都市

施設用地の先行取得事業に関する収支を経理するものである。 

財源は、土地売払収入等の１２億余円であり、一般会計への繰出金（先行取得した用地に係

る売払代金等）等に要する経費として同額を支出している。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 1,336 1,249 1,249 0 0 △     86 93.5

平成２１年度 3,308 1,722 1,722 0 0 △  1,585 52.1

額 △  1,972 △    472 △    472 0 0  比  較 

増(△)減 率 △  59.6 △  27.4 △  27.4 ― ―  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

財 産 収 入 311,345 1,249,836 938,491 401.4

繰  入  金 23,750 0 △         23,750 0 

諸  収  入 904 96 △            807 10.6

都     債 1,000,000 0 △      1,000,000 0 

繰  越  金 1 0 △              1 0 

計 1,336,000 1,249,933 △         86,066 93.6

歳入は、第１款財産収入ほか４款であり、予算現額１３億３，６００万円、収入済額１２

億４，９９３万余円、比較減額８，６０６万余円、収入率９３．６％である。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

都市施設用地の貸付収入 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）財産貸付収入 14,288

都市施設用地の売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）土地売払収入 1,235,547

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

平成２２年度 1,336 1,249 0 86 93.5

平成２１年度 3,308 1,722 0 1,585 52.1

額 △      1,972 △        472 0 △     1,499 比  較 

増(△)減 率 △      59.6 △      27.4 ― △     94.6 
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

用 地 費 1,336,000 1,249,933 0 86,066 93.6

歳出は、第１款用地費で、１項３目に区分し執行しており、予算現額１３億３，６００万

円、支出済額１２億４，９９３万余円、不用額８，６０６万余円、執行率９３．６％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都市施設用地の買収に要したもの 

（款）用地費 （項）用地費 （目）用地買収費 553

先行取得した用地に係る売払収入を一般会計へ繰り出したもの 

（款）用地費 （項）用地費 （目）一般会計繰出金 1,249,379

 

（５）多摩ニュータウン事業会計  

この会計は、多摩ニュータウン事業（宅地の販売等）に関する収支を経理するものである。 

財源は、保留地等の財産売払収入、一般会計繰入金、前年度からの繰越金等を合わせた１８

０億余円であり、宅地販売事業に要する経費、都債の償還に要する経費等として１４８億余円

を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 
欠損額 

収 入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 15,269 18,054 18,044 0 9 2,775 118.2

平成２１年度 19,050 18,673 18,659 0 13 △    390 97.9

額 △  3,781 △    619 △    614 0 △      4 比  較 

増(△)減 率 △  19.8 △   3.3 △   3.3 ― △  30.8   

 

（イ）内訳                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金 1 0 △              1 0 

使用料及手数料 593 15,835 15,242 ― 

財 産 収 入 2,237,759 4,130,129 1,892,370 184.6

繰  入  金 13,026,598 13,026,516 △             82 100.0

諸  収  入 4,048 4,680 632 115.6

繰  越  金 1 867,321 867,320 ― 

計 15,269,000 18,044,483 2,775,483 118.2
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歳入は、第１款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額１５２億６，９００万円、収入

済額１８０億４，４４８万余円、比較増額２７億７，５４８万余円、収入率１１８．２％で

ある。 

なお、第５款諸収入（項：弁償金及報償金、項：雑入）において、収入未済額（９５８万

余円）が生じている。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

宅地の売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）土地売払収入 3,208,507

建物の売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）建物売払収入 779,008

一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 13,026,516

 

イ 歳  出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

平成２２年度 15,269 14,868 0 400 97.4

平成２１年度 19,050 17,791 0 1,258 93.4

額 △      3,781 △       2,923 0 △         857 比  較 

増(△)減 率 △      19.8 △      16.4 ― △      68.1  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

ニュータウン事業費 15,269,000 14,868,115 0 400,884 97.4

歳出は、第１款ニュータウン事業費で、１項４目に区分し執行しており、予算現額１５２

億６，９００万円、支出済額１４８億６，８１１万余円、不用額４億８８万余円、執行率９

７．４％である。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

多摩ニュータウン事業に従事する職員の人件費及び管理事務に要したもの 

（款）ﾆｭｰﾀｳﾝ事業費 （項）ﾆｭｰﾀｳﾝ事業費 （目）管理費 341,094

都債の償還に要したもの 

（款）ﾆｭｰﾀｳﾝ事業費 （項）ﾆｭｰﾀｳﾝ事業費 （目）公債費会計繰出金 14,402,510
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（６）臨海都市基盤整備事業会計 

この会計は、臨海副都心の開発整備に必要な都心部と副都心部を結ぶ広域幹線道路等の整備

を行い、併せて晴海、豊洲、有明北地区の開発整備を土地区画整理事業で行う臨海都市基盤整

備事業に関する収支を経理するものである。 

財源は、中央卸売市場会計及び臨海地域開発事業会計からの繰入金、前年度からの繰越金等

を合わせた２７０億余円であり、臨海都市基盤整備事業に要する経費等として５５億余円を支

出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 
欠損額 

収 入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 20,164 27,026 27,026 0 0 6,861 134.0

平成２１年度 25,347 19,938 19,938 0 0 △  5,409 78.7

額 △  5,183 7,087 7,087 0 0 比  較 

増(△)減 率 △  20.4 35.5 35.5 ― ―   

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金 23,523 0 △         23,523 0 

使用料及手数料 377 2,274 1,897 603.2

財 産 収 入 1 9,965,421 9,965,420 ― 

繰  入  金 8,658,656 4,181,828 △      4,476,827 48.3

諸  収  入 2 3,176 3,174 ― 

繰  越  金 11,482,073 12,873,665 1,391,592 112.1

計 20,164,632 27,026,367 6,861,735 134.0

歳入は、第１款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額２０１億６，４６３万余円、収

入済額２７０億２，６３６万余円、比較増額６８億６，１７３万余円、収入率１３４．０％

である。 
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（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

区画整理事業用地売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 9,965,421

中央卸売市場会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）公営企業会計繰入金 （目）中央卸売市場会計繰入金 479,236

臨海地域開発事業会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）公営企業会計繰入金 （目）臨海地域開発事業会計繰入金 3,701,564

前年度からの繰越金収入 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 12,873,665

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

平成２２年度 15,469 5,575 877 9,016 36.0

平成２１年度 14,100 7,064 289 6,746 50.1

額 1,368 △     1,489 588 2,270 比  較 

増(△)減 率 9.7 △     21.1 203.5 33.6  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

臨海都市基盤整備費 15,469,614 5,575,172 877,936 9,016,505 36.0

歳出は、第１款臨海都市基盤整備費で、１項３目に区分し執行しており、予算現額１５４

億６，９６１万余円、支出済額５５億７，５１７万余円、翌年度繰越額８億７，７９３万余

円、不用額９０億１，６５０万余円、執行率３６．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費８億７，７９３万余円で、その内容は、街路整備等に要する

経費である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

豊洲地区及び有明北地区等の臨海都市基盤整備事業に要したもの 

（款）臨海都市基盤整備費 （項）臨海都市基盤整備費 （目）開発費 4,117,195
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 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区  分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   物     権 

   無 体 財 産 権 

 

   有 価 証 券 

 

   出資による権利 

  財産の信託の受益権 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

    19,525,635.81 ｍ２

    18,039,112.08 ｍ２

地上権   1,278.42 ｍ２

著作権       １８ 件

商標権      １ 件

株 券 

  166,082,799,500 円

  257,257,972,200 円

               １ 件

           １２５ 点

1,110,621,672,466 円

 

    19,609,679.00 ｍ２ 

    18,015,950.03 ｍ２ 

地上権   1,278.42 ｍ２ 

著作権         ６ 件

商標権      １ 件

株 券 

  166,082,799,500 円

  246,472,972,200 円

               １ 件

           １２７ 点

1,124,298,089,729 円

 

△      84,043.19 ｍ２

       23,162.05 ｍ２

            0 ｍ２

             １２ 件

        ０ 件

 

          0 円

   10,785,000,000 円

               ０ 件

△       ２ 点

△ 13,676,417,263 円

都市整備局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、多摩ニュータウン事業用地（２万５，４３７．００ｍ２）及び相原・小山

地区開発事業用地（１万９，９９１．９８ｍ２）を売り払ったことなどによるもの 

・建物の増加は、都営成増五丁目第２アパート１１号棟（９，７０５．１６ｍ２）及び都営

江北四丁目アパート２０号棟（９，２１３．８９ｍ２）を新築したことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、「東京都環境物品等調達方針」、「東京都建設リサイク

ルガイドライン」などを登録したことによるもの 

・出資による権利の増加は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に出資したこと

によるもの 

・物品の減少は、小型四輪貨物自動車を廃棄したことなどによるもの 

・債権の減少は、羽田空港拡張事業に伴う貸付け（１２１億５，８００万円）を行ったものの、

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（２１０億２，０６８万余円）及び東京地下

鉄株式会社（４４億３，７８３万余円）からの貸付金返還があったことなどによるもの 

である。 
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   イ 債権のうち貸付金の年度末残高                     （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額

東京都地下鉄建設㈱貸付金 ２０５，０７７，０７２ ０

多摩都市モノレール㈱貸付金 １８，６００，０００ ０

東京地下鉄㈱貸付金 ６，２２２，３９９ ０

首都圏新都市鉄道㈱貸付金 １２５，０５６，９８４ ０

羽田空港再拡張事業貸付金 １０８，５２８，０００ ０

(独)日本高速道路保有・債務返済機構貸付金 １８７，２２３，９０４ ０

東京都住宅供給公社貸付金 ４５１，６９６，６０６ ０

住宅資金貸付金 ２６９，２３９ １４６，９６０

区画整理移転資金貸付金 １，５７８ ０

生活再建資金貸付金 ８０８，３５７ ２３０，９５３

多摩ニュータウン活性化事業貸付金 ２８８，８７５ ０

土地区画整理組合等貸付金 １６０，０００ ０

合   計 １，１０３，９３３，０１８ ３７７，９１３

   ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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環   境   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

環 境 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、環境局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか  

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 公有財産について 

＜土 地＞ 

（ア）土地７，３９０．６２ｍ２（八王子堀之内里山保全用地ほか４件）が登載漏れとなってい

る。 

＜山 林＞ 

（ア）山林の立木推定蓄積量２万１，１０５．００ｍ３が登載漏れとなっている。 

＜出資による権利＞ 

（ア）出資による権利２９５万８，９０４円（（財）東京都環境整備公社出えん金（太陽エネル

ギー基金））が過大に登載されている。 
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２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 1,548,639 1,234,983 △       313,655 79.7

国 庫 支 出 金 210,045 198,019 △        12,025 94.3

財 産 収 入 80,020 72,801 △        7,218 91.0

寄  附  金 200,000 155,649 △        44,350 77.8

繰  入  金 19,924,235 17,472,652 △     2,451,582 87.7

諸  収  入 3,063,513 2,666,766 △       396,746 87.0

計 25,026,452 21,800,873 △     3,225,578 87.1

歳入は、第７款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額２５０億２，６４５万余円、収

入済額２１８億８７万余円、比較減額３２億２，５５７万余円、収入率８７．１％である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：手数料）において、不納欠損額（５２７万余円）及び

収入未済額（３８万円）が、第１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：貸付金元利収入）

において、不納欠損額（６８６万余円）及び収入未済額（１億８，７４４万余円、うち公害

防止資金１億８，３５５万余円）が生じている。 

  （主な内容）                              （単位：千円） 

地球温暖化対策推進基金からの繰入金収入 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）地球温暖化対策推進基金繰入金 17,052,059

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

環  境  費 42,282,316 36,959,298 5,729 5,317,288 87.4

歳出は、第６款環境費で、３項１１目に区分し執行しており、予算現額４２２億８，２３

１万余円、支出済額３６９億５，９２９万余円、翌年度繰越額５７２万余円、不用額５３億

１，７２８万余円、執行率８７．４％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費５７２万余円で、自然公園の整備に係る経費である。 

 

 



 - 85 -

  （主な内容）                              （単位：千円） 

環境保全施策の総合調整、環境確保条例等に関する事務等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境管理費 （目）環境政策費 2,085,301

地球温暖化対策、再生可能エネルギーの利用促進等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境保全費 （目）都市地球環境費 13,773,920

ディーゼル車対策の支援策、自動車からの温暖化対策等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境保全費 （目）自動車公害対策費 1,375,946

水環境対策、緑地保全策、自然公園の管理・整備等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境保全費 （目）自然環境費 8,026,728

廃棄物の規制・指導、廃棄物の埋立処分等に要したもの 

（款）環境費 （項）廃棄物費 （目）廃棄物対策費 4,778,165
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 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土    地 

建    物 

山    林 

上記の立木推定蓄積量 

動    産 

 

物    権 

 

 

 

無 体財産権 

 

 

 

 

有 価 証 券 

 

出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

    12,455,587.34 ｍ２

        82,601.65 ｍ２

     2,797,719.45 ｍ２

        32,941.00 ｍ３

船 舶     １ 隻 

      （41.71 総トン）

地上権 

     5,162,559.04 ｍ２

鉱業権 

    14,067,200.00 ｍ２

特許権       １３ 件 

著作権         １ 件 

商標権         ３ 件 

その他これらに準ずる権利 

１ 件 

株 券 

187,500,000 円 

   12,922,644,896 円 

           ７２０ 点 

    8,334,436,831 円 

   16,978,603,716 円 

 

    12,419,563.39 ｍ２ 

        82,147.71 ｍ２ 

     2,797,719.45 ｍ２ 

        32,941.00 ｍ３ 

船 舶     １ 隻 

      （41.71 総トン） 

地上権 

     5,162,559.04 ｍ２ 

鉱業権 

    14,067,200.00 ｍ２ 

特許権       １３ 件 

著作権         １ 件 

商標権         ２ 件 

その他これらに準ずる権利 

２ 件 

株 券 

187,500,000 円 

      606,000,000 円 

           ６７５ 点 

    8,300,726,831 円 

   32,795,094,639 円 

 

        36,023.95 ｍ２

           453.94 ｍ２

                0 ｍ２

                0 ｍ３

               ０ 隻 

          （0 総トン）

 

                0 ｍ２

 

                0 ｍ２

               ０ 件 

               ０ 件 

               １ 件 

 

△             １ 件 

 

                0 円 

   12,316,644,896 円 

            ４５ 点 

       33,710,000 円 

△ 15,816,490,923 円 

（注）土地の面積には、山林が含まれている。 

 

環境局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、八王子市暁町緑地保全地域（２万３，８３７．８１ｍ２）を都市整備局か

ら所管換したことなどによるもの 

・建物の増加は、大島公園椿資料館（４３７．６３ｍ２）を新築したことなどによるもの 

・無体財産権（商標権）の増加は、「ＥＣＯ－ＴＯＰプログラム」を登録したことによるも

の 

・無体財産権（その他これらに準ずる権利）の減少は、出願していた「汚水処理装置及び処

理方法」の特許が認められたことによるもの 
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・出資による権利の増加は、中小クレジット創出プロジェクト基金として、財団法人東京都

環境整備公社に出えんしたことなどによるもの 

・物品の増加は、特殊自動車を購入したことなどによるもの 

・債権の増加は、公害防止資金貸付金（６，６２９万円）が返還されたことにより減少した

ものの、新たに東京都住宅向け地域冷暖房効率向上支援資金貸付金（１億円）を貸し付け

たことによるもの 

・基金の減少は、地球温暖化対策推進基金（１５８億７，２５６万余円）を取り崩したこと

などによるもの 

である。 

 

イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額

エコ金融プロジェクト貸付金 ７，０００，０００ ０

公害防止資金貸付金 １，２３４，４３６ １７８，２７２

東京都住宅向け地域冷暖房効率向上支援資金貸付金 １００，０００ ０

合   計 ８，３３４，４３６ １７８，２７２

※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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福 祉 保 健 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

母子福祉貸付資金会計 

心身障害者扶養年金会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

福 祉保健局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、福祉保健局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、一部を除き、誤りがないものと認められた。 

（１）決算計数 

ア 会計処理について 

（ア）一般会計 

（款）諸収入（項）雑入（目）雑入（節）雑入に係る不納欠損額が２３万８，０００円過

小に、収入未済額が２３万８，０００円過大に計上されている。 
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（２）財産管理 

ア 公有財産について 

＜建 物＞ 

（ア）建物６０．５２ｍ２（薬用植物園便所ほか１件）が過大に登載されている。 

（イ）建物４２．００ｍ２（薬用植物園便所）が登載漏れとなっている。 

イ 物品について 

（ア）物品５点（業務用洗濯機ほか４点）が登載漏れとなっている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金 1,819,552 1,827,586 8,034 100.4

使用料及手数料 19,190,275 16,100,969 △      3,089,305 83.9

国 庫 支 出 金 79,054,956 70,931,099 △      8,123,856 89.7

財 産 収 入 276,840 290,524 13,684 104.9

寄  附  金 1,000 5,933 4,933 593.3

繰  入  金 67,466,888 53,264,007 △     14,202,880 78.9

諸  収  入 6,035,856 12,424,869 6,389,013 205.9

計 173,845,367 154,844,989 △     19,000,377 89.1

歳入は、第６款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額１，７３８億４，５３６万余円、

収入済額１，５４８億４，４９８万余円、比較減額１９０億３７万余円、収入率８９．１％

である。 

なお、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、不納欠損額（７，５６０万余円）

及び収入未済額（５億３，０６２万余円、うち児童福祉施設の措置入所負担金３億９，９５

８万余円）が、第７款使用料及手数料（項：使用料、項：手数料）において、不納欠損額（９

４万余円）及び収入未済額（７，４３８万余円）が、第１２款諸収入（項：延滞金及加算金、

項：貸付金元利収入、項：弁償金及報償金、項：雑入）において、不納欠損額（８，７１８

万余円）及び収入未済額（２４億４，０９６万余円、うち生業及応急生活資金９億９，９７

１万余円）が生じている。 
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   （主な内容）                               （単位：千円） 

障害者医療費国庫負担金等の国庫負担金 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）福祉保健費国庫負担金 29,119,863

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金等の国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）福祉保健費国庫補助金 38,336,621

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

福 祉保健費 861,258,378 827,588,734 0 33,669,643 96.1

諸 支 出 金 2,237,115 2,038,111 0 199,003 91.1

計 863,495,493 829,626,845 0 33,868,647 96.1

歳出は、第７款福祉保健費ほか１款で、１０項４６目に区分し執行しており、予算現額８，６

３４億９，５４９万余円、支出済額８，２９６億２，６８４万余円、不用額３３８億６，８

６４万余円、執行率９６．１％である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

救急医療対策等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）医療政策費 （目）医療政策費 21,192,701

難病医療費の助成等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）保健政策費 （目）特定疾病対策費 16,344,538

心身障害者（児）医療費の助成等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）保健政策費 （目）医療助成費 22,185,120

後期高齢者医療広域連合に対する都負担金等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）保健政策費 （目）国民健康保険費 184,512,835

生活保護法による都負担金等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）生活福祉費 （目）生活保護費 25,353,130

介護保険給付費負担金等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）高齢社会対策費 （目）介護保険費 97,055,748

シルバーパスの交付等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）高齢社会対策費 （目）高齢福祉費 36,850,030

児童手当の支給等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）少子社会対策費 （目）子ども家庭福祉費 65,551,929

保育事業等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）少子社会対策費 （目）児童福祉施設費 58,739,103

 



 - 91 -

障害者施策推進区市町村包括補助事業等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）障害者施策推進費 （目）障害者福祉費 48,951,700

障害者自立支援給付費都負担金等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）障害者施策推進費 （目）障害者施設費 59,424,653

精神障害者に対する医療費助成等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）障害者施策推進費 （目）精神保健福祉費 26,587,802

ワクチン接種緊急促進事業等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）健康安全費 （目）感染症対策費 16,544,120

社会福祉施設等の整備助成に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）施設整備費 （目）社会福祉施設等整備助成費 35,298,003

 

（２）母子福祉貸付資金会計 

この会計は、母子家庭の経済的自立と生活意欲の助長及び扶養されている子どもの福祉の増

進を図ることを目的とする、母子福祉資金貸付事業に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、都債（国庫からの借入金）、前年度からの繰越金等を合わせた４９

億余円であり、修学資金、就学支度資金等１２種類の貸付けに要する経費として４２億余円を

支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 4,632 11,912 4,982 5 6,924 350 107.6

平成２１年度 4,450 11,381 4,816 9 6,555 366 108.2

額 182 531 166 △  4 368 比  較 
増(△)減 率 4.1 4.7 3.4 △  44.4 5.6   

 

（イ）内訳                               （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入 2,113,543 2,415,719 302,176 114.3

繰 入 金 753,138 748,626 △          4,512 99.4

諸 収 入 838 1,891 1,053 225.7

都   債 1,214,018 1,214,018 0 100 

繰 越 金 550,973 602,704 51,731 109.4

計 4,632,510 4,982,959 350,449 107.6



 - 92 -

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額４６億３，２５１万円、収入済額４９

億８，２９５万余円、比較増額３億５，０４４万余円、収入率１０７．６％である。 

なお、第１款事業収入（項：返還金、項：利子収入）において、不納欠損額（５８４万余

円）及び収入未済額（６９億２，４０４万余円、母子福祉資金貸付金）が生じている。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

母子福祉資金貸付金の返還金 

（款）事業収入 （項）返還金 （目）返還金 2,407,200

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 4,632 4,229 0 403 91.3

平成２１年度 4,450 4,213 0 236 94.7

額 182 15 0 166 比  較 

増(△)減 率 4.1 0.4 ― 70.3  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

貸 付 費 4,632,510 4,229,005 0 403,504 91.3

歳出は、第１款貸付費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額４６億３，２５１万

円、支出済額４２億２，９００万余円、不用額は４億３５０万余円、執行率９１．３％であ

る。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

母子福祉貸付資金の貸付金等に要したもの 

（款）貸付費 （項）貸付費 （目）貸付費 4,229,005

 

（３）心身障害者扶養年金会計 

この会計は、「東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例」に基づいて設けられた会計で、

掛金相当額及び年金等の給付に関する収支を経理するものである。 

財源は、心身障害者扶養年金基金からの繰入金、財産運用による利子及び配当金等を合わせた

７０億余円であり、年金の給付、清算金等に要する経費として同額を支出している。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 7,959 7,058 7,052 0 5 △    906 88.6

平成２１年度 9,492 7,825 7,819 0 5 △  1,672 82.4

額 △  1,533 △    766 △    767 △      0 0 765比  較 
増(△)減 率 △  16.2 △   9.8 △   9.8 ― 0.0 △  45.8  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入 1 0 △              1 0 

財 産 収 入 609,253 238,513 △        370,739 39.1

繰 入 金 7,349,740 6,810,772 △        538,967 92.7

諸 収 入 5 3,091 3,086 ― 

繰 越 金 1 0 △              1 0 

計 7,959,000 7,052,377 △        906,622 88.6

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額７９億５，９００万円、収入済額７０

億５，２３７万余円、比較減額９億６６２万余円、収入率８８．６％である。 

なお、第４款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（５９７万余円）が生じている。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

心身障害者扶養年金基金からの繰入金 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）心身障害者扶養年金基金繰入金 6,810,772

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 7,959 7,052 0 906 88.6

平成２１年度 9,492 7,819 0 1,672 82.4

額 △      1,533 △        767 0 △        765 比  較 

増(△)減 率 △      16.2 △       9.8 ― △      45.8  
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

扶養年金費 7,959,000 7,052,377 0 906,622 88.6

歳出は、第１款扶養年金費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額７９億５，９０

０万円、支出済額７０億５，２３７万余円、不用額は９億６６２万余円、執行率８８．６％

である。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

年金の給付等に要したもの 

（款）扶養年金費 （項）扶養年金費 （目）扶養年金費 7,052,377

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   無 体 財 産 権 

 

 

 出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

1,844,310.06 ｍ２

787,336.39 ｍ２

特許権         ４ 件

著作権     １９３ 件

商標権     ４ 件

10,286,962,283 円

３，９９１ 点

42,467,567,587 円

273,342,913,508 円

 

1,844,448.20 ｍ２ 

809,172.58 ｍ２ 

特許権         ４ 件

著作権     １５０ 件

商標権     ２ 件

10,286,962,283 円

３，９６８ 点

37,752,933,438 円

286,569,930,126 円

 

△       138.14 ｍ２

  △    21,836.19 ｍ２

               ０ 件

            ４３ 件

               ２ 件

         ０ 円

        ２３ 点

    4,714,634,149 円

 △13,227,016,618 円

福祉保健局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、江東児童相談所（仮称）敷地（３，４６８．０３ｍ２）を財務局から所管

換したことなどにより増加したものの、旧八王子小児病院敷地（３，７６２．９６ｍ２）

を財務局に引き継いだことなどによるもの 

・建物の減少は、東京都医学系総合研究所（仮称Ⅱ期棟）研究棟（７，９２２．８８ｍ２） 

を新築したことなどにより増加したものの、旧八王子小児病院新館（４，５６７．８９ｍ２） 

を財務局に引き継いだこと、旧老人医療センター看護婦寄宿舎（４，４６０．３８ｍ２）及

び府中合同庁舎（４，４４９．２１ｍ２）を除却したことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、「健康づくり協力店登録証」を登録したことなどによるも

の 

・債権の増加は、母子福祉資金貸付金（１３億６１３万余円）、健康長寿医療センター整備費
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貸付金（２９億８，６２７万余円）を貸し付けしたことなどによるもの 

・基金の減少は、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金（８９億５，５１１万余

円）などを積み立てたことなどにより増加したものの、福祉・健康安心基金（１５４億９，２

８７万余円）及び介護職員処遇改善等臨時特例基金（１３３億５，４３１万余円）などを 

取り崩したことによるもの 

である。 

 

イ 債権のうち貸付金、貸与金の年度末残高                （単位：千円） 

貸付金、貸与金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額 

災害援護資金貸付金 ２７，２６６ ０

社会福祉事業振興資金貸付金 ９７１，４３５ ０

女性福祉資金貸付金 ７８１，３６１ ４１０，２５６

介護保険財政安定化基金貸付金 ７８，９４２ ０

民間医療機関宿舎建設資金貸付金 ５８，３０７ ５，３２６

民間医療機関保育施設建設資金貸付金 ５，６６６ ０

東京都認証保育所等開設資金貸付金 ８０，１８０ ０

国民健康保険広域化等支援金貸付金 ３９２，５９２ ０

健康長寿医療センター整備費貸付金 ３，１７６，２９３ ０

母子福祉資金貸付金 ３２，４４５，４０４ ６，８０７，４８１

介護福祉士修学資金貸与金 ６５４，７０７ ３３，５５０

看護師等修学資金貸与金 ３，０４３，６９８ １６８，３９８

東京都医師奨学金貸与金 ３０３，６００ ０

合    計 ４２，０１９，４５４ ７，４２５，０１１

   ※貸付金、貸与金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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病 院 経 営 本 部 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

病院経営本部 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、病院経営本部執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 物品について 

（ア）物品３点（眼科手術機器セットほか２点）が過大に登載されている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料 0 0 0 ― 

財 産 収 入 89,814 87,847 △       1,966 97.8

諸  収  入 123,159 123,159 0 100.0

計 212,973 211,007 △          1,965 99.1

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額２億１，２９７万余円、収入済

額２億１，１００万余円、比較減額１９６万余円、収入率９９．１％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

地所賃貸料及び建物賃貸料 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）財産貸付収入 87,847

財団法人東京都保健医療公社大久保病院の共益費 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 123,159

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

 福 祉保健費 19,096,937 16,350,551 13,839 2,732,546 85.6

歳出は、第７款福祉保健費で、１項２目に区分し執行しており、予算現額１９０億９，６

９３万余円、支出済額１６３億５，０５５万余円、翌年度繰越額１，３８３万余円、不用額

２７億３，２５４万余円、執行率８５．６％である。 

翌年度繰越額は、事故繰越し１，３８３万余円で、地域病院等の整備に係るものである。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

財団法人東京都保健医療公社への運営費補助等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）地域病院費 （目）管理費 15,594,470
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

      124,883.24 ｍ２

      207,288.60 ｍ２

     200,000,000 円 

            ６０ 点 

   1,932,537,630 円 

 

      124,883.24 ｍ２

      207,288.60 ｍ２

     200,000,000 円 

            ６３ 点 

   1,932,537,630 円 

 

               0 ｍ２

               0 ｍ２

               0 円 

△            ３ 点 

               0 円 

病院経営本部で所管している財産は上表のとおりであり、 

・物品の減少事由は、患者監視装置を廃棄したことによるもの 

である。 
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産 業 労 働 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

中小企業設備導入等資金会計 

農業改良資金助成会計 

林業・木材産業改善資金助成会計 

沿岸漁業改善資金助成会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

産 業労働局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、産業労働局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 物品について 

（ア）物品８点（洗浄機ほか７点）が登載漏れとなっている。 

イ 債権について 

（ア）債権２万円（特定地域新部門導入資金貸付金）が過大に計上されている。 
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（イ）債権４，１２９万５６０円（入居保証金及び敷金）が過大に計上されている。 

 

２ 事業執行等について 

事業執行等において、その一部に問題が認められたので、次のとおり、意見を付す。 

（１）区分経理について 

局は、東京都中小企業設備導入等資金会計において、小規模企業者等設備導入資金助成法（昭

和３１年法律第１１５号）に基づく「設備導入資金貸付金」と、高度化事業に係る都道府県に

対する資金の貸付に関する準則（平成１６年国規程１６第３０号）に基づく「高度化資金貸付

金」を経理している。 

設備導入資金貸付金事業は、国からの貸付金と一般会計繰出金を財源として事業者に貸し付

け、事業者からの償還金を国と一般会計に返還する事業であり、高度化資金貸付金事業は、中

小企業基盤整備機構からの借入金と一般会計繰出金を財源として事業者等に貸し付け、事業者

等からの償還金を中小企業基盤整備機構と一般会計に返還する事業である。また、これらの事

業に必要な事務費の財源については、契約違約金（延滞金）、預金利子及び繰越金等を充てる仕

組みとなっている。 

これらの貸付金事業の経理は、法令において特別会計を設置して行うことが求められており、

特別会計において他の資金と併せて経理する場合は、区分経理を行うものとされている。 

ところで、当該会計の経理について見たところ、次のような不適切な事例が認められた。 

 

ア 設備導入資金貸付金については、事務費の原資となる債権（貸付金元本及び契約違約金）

の回収が滞っていることなどから、表１のとおり、設備導入資金貸付金の事務費（５２万５，４

９０円）に、高度化資金貸付金を合わせて運用した預金利子全額（３２万１，８４９円）を

充当しており、適切な区分経理がなされていない。 

 

イ 設備導入資金貸付金の繰越金（８億１，７２３万３，５７３円）には、当該貸付事業を将

来廃止する時点における国及び一般会計への返還金が含まれていることからも、財源の使途

に応じた経理を明確に行う必要があるにもかかわらず、貸付金（８億１，１４０万８８０円）

と事務費（５８３万２，６９３円）の内訳が不明となっているなど、適切な区分経理がなさ

れていない。 

 

局は、財源に対応した区分経理を適切に行われたい。 
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（表１）中小企業設備導入等資金会計の経理状況               （単位：円） 

 貸付金 繰出金 事務費 計 

設備導入資金貸付金  

収入 820,977,880 0 6,154,542 827,132,422

事業収入 9,577,000 0 0 9,577,000

諸収入 0 0 321,849 321,849

 

繰越金  811,400,880 0 5,832,693 817,233,573

支出 0 0 525,490 525,490

 

差引残額 820,977,880 0 5,629,052 826,606,932

高度化資金貸付金  

収入 101,476,000 871,412,547 1,634,094,287 2,606,982,834

繰入金 24,798,000 0 0 24,798,000

事業収入 0 871,412,547 21,820,133 893,232,680

都債 76,678,000 0 0 76,678,000

 

繰越金 0 0 1,612,274,154 1,612,274,154

支出 101,476,000 871,412,547 4,152,951 977,041,498

 

差引残額 0 0 1,629,941,336 1,629,941,336

 

第３ 決 算 の 概 要  

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

分担金及負担金 33,288 21,298 △       11,989 64.0

使用料及手数料 591,303 477,828 △        113,474 80.8

国 庫 支 出 金 20,762,360 18,757,217 △      2,005,142 90.3

財 産 収 入 890,463 908,547            18,084  102.0

繰  入  金 23,337,705 20,161,675 △      3,176,029 86.4

諸  収  入 182,748,571 182,478,170 △        270,400 99.9

計 228,363,690 222,804,738 △      5,558,951  97.6

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額２，２８３億６，３６９万円、

収入済額２，２２８億４７３万余円、比較減額５５億５，８９５万余円、収入率９７．６％

である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収入未済額（８９万余円）が、第

１２款諸収入（項：貸付金元利収入、項：雑入）において、不納欠損額（１億４，４５７万

余円）及び収入未済額（１４億７，０２９万余円、うち世界都市博覧会中止に伴う特別対策

緊急融資に係る回収金１０億３７６万余円）が生じている。 



 - 102 -

（主な内容）                              （単位：千円） 

緊急雇用創出事業臨時特例交付金等の産業労働費国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）産業労働費国庫補助金 16,061,283

緊急雇用創出事業臨時特例基金からの繰入金 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 17,000,172

中小企業融資資金等の産業労働費貸付金元利収入 

（款）諸収入 （項）貸付金元利収入 （目）産業労働費貸付金元利収入 175,114,790

  

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

産業労働費 455,965,532 351,125,404 10,624,905 94,215,222 77.0

諸 支 出 金 6,523 6,521 0 1 100.0

計 455,972,055 351,131,925 10,624,905 94,215,224 77.0

歳出は、第８款産業労働費ほか１款で、６項２０目に区分し執行しており、予算現額４，５

５９億７，２０５万余円、支出済額３，５１１億３，１９２万余円、翌年度繰越額１０６億

２，４９０万余円、不用額９４２億１，５２２万余円、執行率７７．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２億３，１１５万余円、事故繰越１０３億９，３７４万余円

で、事故繰越の主な内容は、産業支援拠点の再整備に係る経費１０３億２８４万円である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

中小企業の経営の安定を図るための指導事業等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）商工業振興費 （目）経営技術支援費 38,280,113

中小企業の金融円滑化を図るための制度融資等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）商工業振興費 （目）金融事業費 250,161,273

高年齢者・障害者等の就業促進、雇用対策等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）労働費 （目）就業促進費 27,147,639

 

（２）中小企業設備導入等資金会計 

この会計は、中小企業の高度化（生産性の向上等）を図ることなどを目的とする、協同組合

等への高度化資金の貸付事業等に関する収支を経理するものである。 

財源は、一般会計繰入金、貸付金の返還金等を合わせた６１億余円であり、借入金の返還に

要する経費として３６億余円を支出している。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 4,248 7,034 6,129 0 905 1,881 144.3

平成２１年度 7,279 7,022 6,109 0 912 △ 1,169 83.9

額 △  3,031  11 19 0 △    7  比  較 

増(△)減 率 △  41.6  0.2 0.3 ― △   0.8  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入 4,140,200 3,597,990 △     542,209 86.9

繰  入  金 26,000 24,798 △       1,202 95.4

諸  収  入 100 321 221 321.0

都     債 80,000 76,678 △      3,322 95.8

繰  越  金 1,700 2,429,507 2,427,807 ― 

計 4,248,000 6,129,296 1,881,296  144.3

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額４２億４,８００万円、収入済額６１億

２，９２９万余円、比較増額１８億８，１２９万余円、収入率１４４．３％である。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元利収入）において、収入未済額（９億５３０万余円、

うち設備近代化資金貸付金８億４３万余円）が生じている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

高度化資金貸付金の返還金 

（款）事業収入 （項）貸付金元利収入 （目）高度化資金 3,588,211

前年度決算における歳入及び歳出の差引残余額 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 2,429,507

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 4,248 3,672 0 575 86.4

平成２１年度 7,279 3,680 0 3,598 50.6

額 △       3,031 △           7 0 △       3,023 比  較 

増(△)減 率 △       41.6  △        0.2           ― △       84.0 
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費 4,248,000 3,672,747 0 575,252 86.5

歳出は、第１款助成費で、１項３目に区分し執行しており、予算現額４２億４，８００万

円、支出済額３６億７，２７４万余円、不用額５億７，５２５万余円、執行率８６．５％で

ある。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく高度化資金の貸付け等に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）高度化資金貸付費 977,041

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく同機構からの借入金返還に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）公債費会計繰出金 2,695,180

 

（３）農業改良資金助成会計 

この会計は、農業者等に対して必要な資金を貸し付け、農業経営の安定と農業生産力の向上

を図ることを目的とする、農業改良資金貸付事業等に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた１億４，５６８万余円であり、

農業改良資金等の貸付け及び国庫（農業改良資金政府貸付金）からの借入金の返還に要する経

費として３３１万余円、農業改良資金助成法の改正による特別会計の閉鎖に伴い一般会計へ１

億３，３００万余円を繰り出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                            （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 173 152 145 0 6 △     27 83.8

平成２１年度 100 141 134 0 6 34 134.0

額 73 10 10 0 0   比  較 

増(△)減 率 73.0 7.1 7.5 ― 0.0  
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（イ）内訳                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入 17,261 15,569 △       1,691 90.2

繰  入  金 11,555 726 △         10,828 6.3

諸  収  入 1 41 40 ― 

都     債 15,000 0 △      15,000 0 

繰  越  金 129,350 129,349 0 100.0

計 173,167 145,687 △     27,479 84.1

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額１億７，３１６万余円、収入済額１億

４，５６８万余円、比較減額２，７４７万余円、収入率８４．１％である。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元金収入）において、収入未済額（６４１万円）が生

じている。 

（ウ）主な内容                                （単位：千円） 

農業改良資金貸付金の返還金 

（款）事業収入 （項）貸付金元金収入 （目）農業改良資金 7,947

前年度決算における歳入及び歳出の差引残余額 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 129,349

   

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                             （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 173 145 0 27 83.8

平成２１年度 100 5 0 94 5.0

額 73 140 0 △         66 比  較 

増(△)減 率 73.0 ― ― △      70.2 

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費 173,167 145,687 0 27,479 84.1

歳出は、第１款助成費で、１項２目に区分し執行しており、予算現額１億７，３１６万余

円、支出済額１億４，５６８万余円、不用額２，７４７万余円、執行率８４．１％である。 
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（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

農業改良資金助成法に基づく農業改良資金の貸付け等に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）貸付費 142,369

国庫（就農支援資金政府貸付金）からの借入金返還に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）公債費会計繰出金  3,318

 

（４）林業・木材産業改善資金助成会計 

この会計は、林業・木材産業を営む個人・法人等に対して必要な資金を貸し付け、生産性や

品質の向上、後継者の育成確保等を図ることを目的とする、林業・木材産業改善資金貸付事業

等に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた８，３６５万余円であり、林業・

木材産業改善資金等の貸付けに要する経費として２，４５３万余円を支出している。 

 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 52 85 83 0 1 31 159.6

平成２１年度 52 80 76 0 4 24 146.2

額 0 4 7 0 △      3  比  較 

増(△)減 率 0 5.0 9.2 ― △  75.0  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入 6,661 7,190 529 107.9

繰  入  金 997 188 △            809 18.9

諸  収  入 1                25 24 ― 

繰  越  金 44,341 76,250 31,909 172.0

計 52,000 83,654 31,654 160.9

歳入は、第１款事業収入ほか３款であり、予算現額５，２００万円、収入済額８，３６５

万余円、比較増額３，１６５万余円、収入率１６０．９％である。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元金収入）において、収入未済額（１４７万余円）が

生じている。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

 林業・木材産業改善資金貸付金の返還金 

（款）事業収入 （項）貸付金元金収入 （目）林業・木材産業改善資金 3,783

前年度決算における歳入及び歳出の差引残余額 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 76,250

  

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 52 24 0 27 46.2

平成２１年度 52 0 0 51 0.0

額 0 24 0 △      24 比  較 

増(△)減 率 0 ― ― △      47.1 

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費 52,000 24,538 0 27,462 47.2

歳出は、第１款助成費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額５，２００万円、支

出済額２，４５３万余円、不用額２，７４６万余円、執行率４７．２％となっている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

林業・木材産業改善資金等の貸付け等に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）貸付費 24,538

 

（５）沿岸漁業改善資金助成会計 

この会計は、沿岸漁業従事者等に対して必要な資金を貸し付け、漁業経営の安定と漁業生産

力の向上を図ることを目的とする、沿岸漁業改善資金貸付事業に関する収支を経理するもので

ある。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた４，８９４万余円であり、経営

等改善資金等の貸付けに要する経費として３２万余円を支出している。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２２年度 48 48 48 0 0 0 100.0

平成２１年度 48 51 51 0 0 3 106.3

額 0 △      2 △      2 0 0  比  較 

増(△)減 率 0 △   3.9 △   3.9 ― ―  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目 （ 款 ） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入 30,597 32,804 2,207 107.2

国 庫 支 出 金 8,378 0 △          8,378 0 

繰  入  金 5,187 321 △       4,865 6.2

諸  収  入 1 8 7 800.0

繰  越  金 3,837 15,811 11,974 412.1

計 48,000 48,944 944 102.0

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額４，８００万円、収入済額４，８９４

万余円、比較増額９４万余円、収入率１０２．０％である。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

青年漁業者等養成確保資金貸付金の返還金 

（款）事業収入 （項）貸付金元金収入 （目）青年漁業者等養成確保資金 22,612

前年度決算における歳入及び歳出の差引残余額 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 15,811

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 48 0 0 47  0.0

平成２１年度 48 35 0 12  72.9

額 0 △         35 0 35 比  較 

増(△)減 率 0 △     100.0 ― 291.7 
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（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費 48,000 321 0 47,678 0.7

歳出は、第１款助成費で、１項１目に区分し執行しており、予算現額４，８００万円、支出

済額３２万余円、不用額４，７６７万余円、執行率０．７％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

青年漁業者等養成確保資金の貸付けに要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）貸付費 321

 



 - 110 -

２  財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土    地 

建    物 

山    林 

（所  有） 

上記の立木推定蓄積量 

（分  収） 

上記の立木推定蓄積量 

動    産 

 

 

物    権 

 

無 体財産権 

 

 

 

 

 

有 価 証 券 

 

出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

     6,831,860.19 ｍ２

       677,995.16 ｍ２ 

 

     4,315,020.21 ｍ２

        75,123.69 ｍ３

    13,101,600.00 ｍ２

       300,606.00 ｍ３

船  舶         ４ 隻 

     （310.00 総トン）

浮 標         ５ 個 

地上権 

    13,101,600.00 ｍ２

特許権         ６ 件 

著作権       ２０ 件 

商標権       ２６ 件 

育成者権       １ 件 

その他これらに準ずる権利 

               ３ 件 

株 券 

  150,470,158,858 円 

   64,307,394,841 円 

       １，８７４ 点 

  607,131,639,837 円 

   49,785,855,283 円 

 

     6,832,138.61 ｍ２  

       669,640.99 ｍ２  

 

     4,312,857.20 ｍ２ 

        76,480.35 ｍ３ 

    13,552,600.00 ｍ２ 

       303,988.00 ｍ３ 

船  舶       ４ 隻 

     （310.00 総トン） 

浮 標      ５ 個 

地上権 

    13,552,600.00 ｍ２ 

特許権        ６ 件 

著作権       １３ 件 

商標権       ２６ 件 

育成者権    １ 件 

その他これらに準ずる権利 

        ３ 件 

株 券 

  150,470,158,858 円 

   64,335,893,442 円 

       １，８６３ 点 

  552,466,975,638 円 

   41,662,606,047 円 

 

△         278.42 ｍ２

         8,354.17 ｍ２

 

         2,163.01 ｍ２

△       1,356.66 ｍ３

△     451,000.00 ｍ２

△       3,382.00 ｍ３

               ０ 隻 

      （0 総トン）

               ０ 個 

 

△     451,000.00 ｍ２

               ０ 件 

               ７ 件 

               ０ 件 

               ０ 件 

 

               ０ 件 

 

           0 円 

△     28,498,601 円 

            １１ 点 

   54,664,664,199 円 

    8,123,249,236 円 

（注）１ 土地の面積には、山林の所有が含まれている。 

（注）２ 物権の地上権は、山林の分収にかかわるものであり、再掲である。 
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産業労働局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、小笠原村母島農道５号線（１，２６１．５６ｍ２）を買い入れたことなど

により増加したものの、利島勤労福祉会館の敷地（１，４５４．６０ｍ２）を利島村へ無

償譲渡したことなどによるもの 

・建物の増加は、旧多摩中小企業振興センター（３，３８４．００ｍ２）を財務局へ所管換 

したことなどにより減少したものの、多摩職業能力開発センター本館棟（１万１，９１２．

００ｍ２）を新築したことなどによるもの 

・山林（所有）の増加は、建設局からの所管換によるもの 

・山林（分収）及び物権（地上権）の減少は、都行造林（南郷造林地等）契約の一部解除（売

払い）を行ったことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、「TOKYO版中小企業経営力向上ハンドブック」を登録した

ことなどによるもの 

・出資による権利の減少は、(財)東京都中小企業振興公社出えん金（基盤技術産業グループ

支援基金・取崩型：１億４，０６９万余円）を積み立てたものの、(財)東京都中小企業振

興公社出えん金（設備リース：１億２，９４８万余円、都市機能活用型産業振興プロジェ

クト：３，６５６万余円）を取り崩したことなどによるもの 

・物品の増加は、三次元測定器、プロジェクターを購入したことなどによるもの 

・債権の増加は、制度融資貸付金（５５５億円）を貸し付けたことなどによるもの 

・基金の増加は、緊急雇用創出事業臨時特例基金（８７億５，００１万余円）を積み立てた

ことなどによるもの 

である。 
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高                     （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額

東京都工場アパート建設支援貸付金 ２８１，８６２ ０

制度融資貸付金 ５５２，０９６，０００ ０

同和産業振興資金貸付金 ２７７，０００ ０

地域の金融機関連携融資貸付金 ７，６１６，０００ ０

信用組合育成資金強化貸付金 １０，０００，０００ ０

（公財）東京都農林水産振興財団貸付金 １，２８５，３５６ ０

設備近代化資金貸付金 ７７９ ８００，４３６

高度化資金貸付金 １５，００７，２４４ １０４，８６６

地域中小企業応援ファンド貸付金 ２０，０００，０００ ０

農業改良資金貸付金 ９，９０５ ０

生産方式改善資金貸付金 ３，８４６ ５，７５９

特定地域新部門導入資金貸付金 ６，５７３ ６５１

就農支援資金貸付金 １１６，３６９ ０

林業就業促進資金貸付金 ２，６３４ ０

林業・木材産業改善資金貸付金 ５２，７７４ ０

経営等改善資金貸付金 ２９，６６１ ０

青年漁業者等育成確保資金貸付金 １２２，０７１ ０

合      計 ６０６，９０８，０７５ ９１１，７１２

※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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中 央 卸 売 市 場 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）特別会計 

と場会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

中央卸売市場 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、中央卸売市場執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）と場会計 

この会計は、都民に対する生鮮食肉の供給を確保するため、と場事業に関する収支を経理す

るものである。 

財源は、一般会計からの繰入金、と畜使用料、施設整備費に対する都債等を合わせた５５億

余円であり、と場事業の管理運営に要する人件費、芝浦と場施設の維持管理・と畜解体作業に

要する経費、施設整備に対する都債の償還金等として同額を支出している。 

 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                            （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成２２年度 6,414 5,591 5,591 0 0 △    822 87.2

平成２１年度 6,941 6,038 6,038 0 0 △    902 87.0

額 △    527 △    446 △    446 0 0 比  較 
増(△)減 率 △   7.6 △   7.4 △   7.4 ― ― 

 

（イ）内訳                               （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料 1,614,281 1,356,362 △        257,918 84.0

繰 入 金 4,521,000 4,015,800 △        505,199 88.8

諸 収 入 53,718 56,386 2,668 105.0

都 債 225,000 161,000 △         64,000 71.6

繰 越 金 1 0 △              1 0 

国 庫 支 出 金 0 1,732 1,732 ― 

計 6,414,000 5,591,281 △        822,718 87.2

歳入は、第１款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額６４億１，４００万円、収入済

額５５億９，１２８万余円、比較減額８億２，２７１万余円、収入率８７．２％である。 

（ウ）主な内容                                  （単位：千円） 

と畜解体事業に係ると畜使用料 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）と畜使用料 1,356,205

一般会計繰入金 

（款）繰 入 金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 4,015,800
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                            （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成２２年度 6,414 5,591 0 822 87.2

平成２１年度 6,941 6,038 0 902 87.0

額 △        527 △        446 0 △         80 比  較 

増(△)減 率 △       7.6 △       7.4 ― △       8.9  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

と 場 事 業 費 6,414,000 5,591,281 0 822,718 87.2

歳出は、第１款と場事業費で、１項４目に区分し執行しており、予算現額６４億１，４０

０万円、支出済額５５億９，１２８万余円、不用額８億２，２７１万余円、執行率８７．２％

である。 

（ウ）主な内容                                    （単位：千円） 

と場事業の管理運営に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）管理費 2,125,615

と場施設の維持管理及びと畜解体作業に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）運営費 2,039,965

と場施設の施設整備に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）施設整備費 166,559

と場事業に係る都債の元金償還及び利子等に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）公債費会計繰出金 1,259,141

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   建    物

２ 物  品 

 

        22,330.02 ｍ２

           １０３ 点 

 

        22,330.02 ｍ２

           １００ 点 

 

                0 ｍ２

             ３ 点 

中央卸売市場で所管している財産は上表のとおりであり、 

・物品の増加事由は、動力のこぎりを購入したことなどによるもの 

である。 
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建   設   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

建  設  局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、建設局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 公有財産について 

＜土 地＞ 

（ア）土地３９３．５５ｍ２（連続立体交差事業予定地（東急目黒線）３７２．６３ｍ２ほか２

件）が過大に登載されている。 

＜建 物＞ 

（ア）建物３３．３１ｍ２（町田合同庁舎車庫）が過大に登載されている。 
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２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金 9,239,798 7,711,479 △     1,528,318 83.5

使用料及手数料 24,885,247 24,373,377 △       511,869 97.9

国 庫 支 出 金 123,837,127 104,583,721 △     19,253,405 84.5

財 産 収 入 1,769,604 618,737 △      1,150,866 35.0

寄  附  金 1,000,000 1,000,000 0 100 

繰  入  金 2,293,572 1,352,884 △        940,687 59.0

諸  収  入 5,125,334 3,007,290 △      2,118,043 58.7

計 168,150,682 142,647,492 △    25,503,189 84.8

歳入は、第６款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額１，６８１億５，０６８万余円、

収入済額１，４２６億４，７４９万余円、比較減額２５５億３１８万余円、収入率８４．８％

である。 

なお、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、収入未済額（２万余円）が、第７

款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（３，０１７万余円）及び収入未済

額（１億６，９０４万余円、うち霊園管理料１億１，０３４万余円）が、第１２款諸収入（項：

貸付金元利収入、項：弁償金及報償金、項：雑入）において、不納欠損額（３，６４８万余

円）及び収入未済額（１２億５，４３５万余円、うち生活再建資金貸付金１０億１，５６４

万余円、生活再建資金貸付金に係る契約違約金１億１，４０４万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

街路整備事業に伴う連続立体交差事業等の負担金 

（款）分担金及負担金 （項）負担金 （目）土木費負担金 7,711,479

道路占用料等の土木使用料 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）土木使用料 24,336,265

街路整備事業における国庫補助金等の土木費国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）土木費国庫補助金 91,239,631
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イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

土 木 費 515,623,313 406,812,455 28,737,214 80,073,643 78.9

諸 支 出 金 74,497 74,468 0 28 100.0

計 515,697,810 406,886,924 28,737,214 80,073,671 78.9

歳出は、第９款土木費ほか１款で、５項４３目に区分し執行しており、予算現額５，１５

６億９，７８１万円、支出済額４，０６８億８，６９２万余円、翌年度繰越額２８７億３，７

２１万余円、不用額８００億７，３６７万余円、執行率７８．９％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２６５億５，３８９万余円、事故繰越２１億８，３３１万余

円で、繰越明許費の主な内容は、都市計画街路の整備に係る１３６億５，７５３万余円、中

小河川の整備に係る２２億１，６１１万余円、交通安全施設の整備に係る２１億５，７７４

万余円、高潮防御施設等の整備に係る１８億８，６５８万余円及び路面補修等の整備に係る

１８億４，６４６万余円である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

道路及び道路附属物の維持管理に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）道路維持費 15,380,097

落合井草線等の路面の補修及び街路樹等の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）道路補修費 18,014,050

無電柱化の推進等の交通安全施設の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）交通安全施設費 20,751,620

放射第１９号線等の都市計画街路の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）街路整備費 172,850,107

国が直轄施行する道路事業等に対する都の負担金に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）直轄事業負担金 20,780,409

神田川等の河川の改修に要したもの 

（款）土木費 （項）河川海岸費 （目）中小河川整備費 21,647,232

小石川後楽園等の公園緑地の造成に要したもの 

（款）土木費 （項）公園霊園費 （目）公園整備費 32,552,020
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 ２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   動     産 

 

 

   物     権 

 

   無 体 財 産 権 

 

 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

    23,754,290.61 ｍ２

       292,949.12 ｍ２

船 舶      ５ 隻

  （282.70 総トン）

浮桟橋        ５ 個

地上権   5,009.74 ｍ２

地役権   1,090.38 ｍ２

特許権         ３ 件

著作権       ４２ 件

商標権         １ 件

意匠権         １ 件

    1,732,000,000 円

       １，６４８ 点

    6,542,203,184 円

 

    27,786,144.00 ｍ２ 

       290,888.98 ｍ２ 

船 舶      ５ 隻

  （282.70 総トン） 

浮桟橋        ５ 個

地上権   5,009.74 ｍ２ 

地役権   1,090.38 ｍ２ 

特許権         ３ 件

著作権       ４１ 件

商標権         １ 件

意匠権         １ 件

   10,442,000,000 円

       １，６１２ 点

    7,308,339,744 円

 

△    4,031,853.39ｍ２

          2,060.14ｍ２

          ０ 隻

     （0 総トン）

               ０ 個

             0 ｍ２

                0 ｍ２

               ０ 件

               １ 件

               ０ 件

               ０ 件

△  8,710,000,000 円

             ３６ 点

△   766,136,560 円

建設局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、井の頭恩賜公園（４万３，０８１．６１ｍ２）の用地を買い入れたことな

どにより増加したものの、東伏見公園用地の一部（４１２万６，０７３．４９ｍ２）の誤

びゅう訂正をしたことなどによるもの 

・建物の増加は、杉並倉庫（１８１．４４ｍ２）を除却したことなどにより減少したものの、

中野区総合庁舎（２，３７６．８５ｍ２）を財務局から所管換したことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、道路アセットマネジメントシステムを登録したことによ

るもの 

・出資による権利の減少は、東京都道路公社の解散に伴う清算によるもの 

・物品の増加は、デスクトップパソコン（１２点）を購入したことなどによるもの 

・債権の減少は、生活再建資金貸付金が返還されたことなどによるもの 

である。 
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額 

生活再建資金貸付金 ３，１４３，５７４ ７８８，８７２

道路事業資金貸付金 ３，０８９，７７０ ０

合      計 ６，２３３，３４５ ７８８，８７２

※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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港   湾   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

港  湾  局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、港湾局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 公有財産について 

＜建 物＞ 

（ア）建物１，６３１．０９ｍ２（辰巳の森緑道公園水泳場・管理棟４４７．４３ｍ２ほか５件）

が過大に登載されている。 

（イ）建物５７６．９１ｍ２（青ヶ島港船客待合所ほか７件）が登載漏れとなっている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

分担金及負担金 3,551,468 2,345,384 △      1,206,083     66.0

使用料及手数料 2,804,582 2,711,931 △         92,650     96.7

国 庫 支 出 金 17,950,187 16,381,626 △      1,568,560     91.3

財 産 収 入 3,996,535 3,669,960 △        326,574     91.8

繰  入  金 1,104,217 791,009 △        313,207     71.6

諸  収  入 13,930,764 9,967,872 △      3,962,891     71.6

計 43,337,753 35,867,784 △      7,469,968     82.8

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額４３３億３，７７５万余円、収

入済額３５８億６,７７８万余円、比較減額７４億６，９９６万余円、収入率８２．８％であ

る。 

なお、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、不納欠損額（１８２万余円）及び

収入未済額（７０万余円）、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収入未済額（７

２７万余円）、第９款財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（２４万余円）、

第１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：弁償金及報償金、項：雑入）において、収入未

済額（５,６１６万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

港湾法、海岸法、漁港漁場整備法等に基づく漁港整備費等に要する国庫負担金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）港湾費国庫負担金 7,371,781

港湾法、漁港漁場整備法、離島振興法等に基づく地方港湾整備費に要する国庫補助金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）港湾費国庫補助金 9,008,468

東京港臨海道路Ⅱ期工事等の受託事業の収入 

（款）諸収入 （項）受託事業収入 （目）港湾費受託事業収入 6,403,794

 

イ 歳 出                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

港  湾  費 78,675,938 66,878,638 4,710,077 7,087,222 85.0

諸  支  出  金 89 88 0 0 98.9

計 78,676,027 66,878,727 4,710,077 7,087,222 85.0
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歳出は、第１０款港湾費ほか１款で、４項１９目に区分し執行しており、予算現額７８６

億７，６０２万余円、支出済額６６８億７，８７２万余円、翌年度繰越額４７億１，００７

万余円、不用額７０億８，７２２万余円、執行率８５．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費３８億７，７０４万余円、事故繰越８億３，３０２万余円で、

繰越明許費の内容は東京港整備に係る３０億８，１４３万余円及び島しょ等港湾整備に係る

７億９，５６１万円であり、事故繰越の内容は、東京港整備に係るものである。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

東京港の建設整備、岸壁・道路改修等に要したもの 

（款）港湾費 （項）東京港整備費 （目）港湾整備費 18,888,799

新海面処分場の延命化対策等、廃棄物処理場の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）東京港整備費 （目）東京港廃棄物処理場建設費 11,266,394

防潮堤の改修等、海岸保全施設の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）東京港整備費 （目）海岸保全施設建設費 7,443,301

伊豆諸島及び小笠原諸島における港の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）島しょ等港湾整備費 （目）港湾整備費 8,314,562

伊豆諸島及び小笠原諸島における漁港の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）島しょ等港湾整備費 （目）漁港整備費 5,516,611

 

２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   動     産 

 

 

 

   無 体 財 産 権 

   有 価 証 券 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

     8,883,262.54 ｍ２

       241,489.95 ｍ２

船 舶       １８ 隻

   （4,164.41 総トン）

浮 標       ６６ 個

浮桟橋     ５９１ 個

著作権         ７ 件

株 券 

   29,342,974,360 円

       25,400,000 円

           ２４０ 点

   24,268,339,414 円

 

     8,884,797.68 ｍ２ 

       239,466.40 ｍ２ 

船 舶       １８ 隻

   （4,164.41 総トン） 

浮 標       ６６ 個

浮桟橋     ５９１ 個

著作権         ６ 件

株 券 

   29,342,974,360 円

       25,400,000 円

           ２５２ 点

   26,922,531,110 円

 

△       1,535.14 ｍ２

         2,023.55 ｍ２

               ０ 隻

     （0 総トン）

               ０ 個

               ０ 個

               １ 件

 

          0 円

         0 円

△       １２ 点

△  2,654,191,696 円
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港湾局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、夢の島緑道公園（７，２７０．８０ｍ２）が臨海地域開発事業会計から移

管されたことなどにより増加したものの、埋立地（９，１８４．９９ｍ２）を中央卸売市

場に有償所管換したことなどによるもの 

・建物の増加は、港湾労働者豊洲宿泊所（１，６３５．１２ｍ２）を除却したことなどによ

り減少したものの、高潮対策センター（２，４５０．６０ｍ２）及び新島港緑地施設休憩

所（１，２６２．５６ｍ２）を新築したことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、東京港波浪観測システムを登録したことによるもの 

・物品の減少は、ヨット（５艇）を廃棄したことなどによるもの 

・債権の減少は、東京港埠頭株式会社貸付金が返還されたことによるもの 

である。 

 

イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成２２年度末残高 滞納（収入未済）額 

東京港埠頭株式会社貸付金 ２４，１９９，９３８ ０

※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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会 計 管 理 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

会 計管理局 

 

３ 審査の方法 

 知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、会計管理局執行分を審査した。 

 審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）資金は適正に管理され、効率的に運用されているか 

（４）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について 

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

 審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 



 - 126 -

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計  

ア 歳 入                               （単位：千円、％） 

科目（款） 予算現額 収入済額 比較増（△）減額 収入率 

使用料及手数料 10 0 △              10 0 

財 産 収 入 13,290,499 4,678,650 △       8,611,848 35.2

諸 収 入 1,671,699 223,803 △       1,447,895 13.4

計 14,962,208 4,902,454 △      10,059,753 32.8

 歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額１４９億６，２２０万余円、収

入済額４９億２４５万余円、比較減額１００億５，９７５万余円、収入率３２．８％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

財政調整基金等の運用による利子及び配当金 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）利子及配当金 4,678,650

歳計現金等の預金利子 

（款）諸収入 （項）都預金利子 （目）都預金利子 216,799

  

イ 歳 出                                （単位：千円、％） 

科目（款） 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 

総 務 費 16,034,863 6,971,892 0 9,062,970 43.5

公 債 費 43,000 2,630 0 40,369 6.1

諸 支 出 金 18,339 4,426 0 13,913 24.1

計 16,096,202 6,978,948 0 9,117,253 43.4

 歳出は、第２款総務費ほか２款で、３項５目に区分し執行しており、予算現額１６０億９，

６２０万余円、支出済額６９億７，８９４万余円、不用額９１億１，７２５万余円、執行率

４３．４％である。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

職員費及び財務会計システムの管理・運用等に要したもの 

（款）総務費 （項）会計管理費 （目）管理費 1,927,301

財政調整基金等の運用により生じた利子等の積立てに要したもの 

（款）総務費 （項）会計管理費 （目）積立金 4,677,422
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

無 体 財 産 権 

２ 物  品 

３ 基  金 

 

著作権        ２ 件

           １ 点

      100,000,000 円

 

著作権         ０ 件 

           １ 点 

      100,000,000 円 

 

         ２ 件 

            ０ 点 

               0 円 

会計管理局で所管している財産は上表のとおりであり、 

・無体財産権（著作権）の増加事由は、「公会計制度改革シンポジウム」報告書を登録した

ことなどによるもの 

である。 
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東 京 消 防 庁 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

東 京消防庁 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、東京消防庁執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率

分担金及負担金 48,764 45,922 △      2,841 94.2

使用料及手数料 410,960 347,746 △        63,213 84.6

国 庫 支 出 金 908,730 971,104 62,374 106.9

財 産 収 入 580,473 594,688 14,215 102.4

諸  収  入 46,910,474 46,965,034 54,560 100.1

計 48,859,401 48,924,496 65,095 100.1

歳入は、第６款分担金及負担金ほか４款であり、予算現額４８８億５，９４０万余円、収

入済額４８９億２，４４９万余円、比較増額６，５０９万余円、収入率１００．１％である。 

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（１，６８６万余円）が生じて

いる。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱等による補助金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）消防費国庫補助金 971,104

多摩地区の市町村からの受託消防事務に要する経費及び東久留米市からの退職手当準備金 

（款）諸収入 （項）受託事業収入 （目）消防費受託事業収入 45,674,160

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目(款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

消 防 費 244,612,783 239,692,336 1,347,108 3,573,338 98.0

歳出は、第１４款消防費で、５項１７目に区分し執行しており、予算現額２，４４６億１，２

７８万余円、支出済額２，３９６億９，２３３万余円、翌年度繰越額１３億４，７１０万余

円、不用額３５億７，３３３万余円、執行率９８．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費１２億５，７１２万余円、事故繰越８，９９８万余円である。

繰越明許費の主な内容は、消防車両等の整備６億１，１２５万余円、大規模災害対策等資器

材の整備２億４，５８３万余円であり、事故繰越は、航空消防体制の整備に係るものである。 
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（主な内容）                               （単位：千円） 

職員費及び管理事務費等に要したもの 

（款）消防費 （項）消防管理費 （目）管理費 184,112,792

消防車両等及び通信施設の維持管理、整備に要したもの 

（款）消防費 （項）消防活動費 （目）装備費 11,981,347

消防団の運営及び活動に要したもの 

（款）消防費 （項）消防団費 （目）活動費 2,959,232

普通退職及び定年等退職に要したもの 

（款）消防費 （項）退職手当及年金費 （目）退職費 20,701,881

消防署等の庁舎建設等に要したもの 

（款）消防費 （項）建設費 （目）庁舎建設費 5,384,868

 

 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   動    産 

      

 

      

   物    権 

   無 体財産権 

 

 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

       487,644.96 ｍ２

       702,069.02 ｍ２

船 舶     ４ 隻

     （230.00 総トン）

浮桟橋         ６ 個

航空機         ６ 機

地役権      19.93 ｍ２

特許権       １６ 件

著作権       ２６ 件

その他これらに準ずる権利 

１ 件

      184,000,000 円

       ８，０４９ 点

      254,135,000 円

 

       486,425.90 ｍ２ 

       697,817.44 ｍ２ 

船 舶     ４ 隻

     （230.00 総トン） 

浮桟橋         ６ 個

航空機         ７ 機

地役権      19.93 ｍ２ 

特許権       １５ 件

著作権       ２６ 件

その他これらに準ずる権利 

２ 件

      184,000,000 円

       ７，８４１ 点

      254,119,000 円

 

        1,219.06 ｍ２

        4,251.58 ｍ２

               ０ 隻

          （0 総トン）

               ０ 個

△             １ 機

                0 ｍ２

              １ 件

               ０ 件

 

△           １ 件

                0 円

         ２０８ 点

        16,000 円

東京消防庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、旧臨港消防署の敷地（６５８．３５ｍ２）、中野消防署東中野出張所の敷地

（４１４．５３ｍ２）を警視庁及び建設局へ所管換したものの、光が丘消防署北町出張所

新設用地（１，５３６．７１ｍ２）、西新井消防署舎人出張所新設用地（７３１．５０ｍ２）
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を財務局から所管換したことなどによるもの 

・建物の増加は、府中消防署（３，１３７．４３ｍ２）を新築したことなどによるもの 

・動産（航空機）の減少は、ヘリコプター（つばめ）を売却したことによるもの 

・無体財産権（特許権）の増加及び無体財産権（その他これらに準ずる権利）の減少は、出

願していた「消防用安全帽」の特許が認められたことによるもの 

・物品の増加は、東久留米市から消防事務の受託を開始したことにより特種用途自動車を譲

り受けたことなどによるもの 

・債権の増加は、赤羽消防署長宿舎借換えに伴い、敷金を支出したことによるもの 

である。 
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教   育   庁 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

教  育  庁 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、教育庁執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 500,816 485,669 △         15,146 97.0

国 庫 支 出 金 134,375,455 129,527,841 △      4,847,613 96.4

財 産 収 入 147,525 144,378 △          3,146 97.9

諸  収  入 3,454,436 4,097,388 642,952 118.6

計 138,478,232 134,255,278 △      4,222,953 97.0

歳入は、第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額１，３８４億７,８２３万余円、

収入済額１，３４２億５，５２７万余円、比較減額４２億２，２９５万余円、収入率９７．

０％である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（２７万余円）及び収

入未済額（３５６万余円）が生じている。また、第１２款諸収入（項：弁償金及報償金、項：

雑入）において、不納欠損額（３８５万余円）及び収入未済額（７，４８５万余円）が生じ

ている。 

（主な内容）                                （単位：千円） 

都立学校の入学考査料等の教育手数料の収入 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）教育手数料 405,828

義務教育教職員給与金等の教育費国庫負担金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）教育費国庫負担金 126,719,959

再雇用職員等の厚生年金保険料納付金等の納付金の収入 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）納付金 3,402,699

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

教 育 費 741,158,957 726,325,740 0 14,833,216 98.0

諸 支 出 金 44,084 44,082 0 1 100.0

計 741,203,041 726,369,823 0 14,833,217 98.0

歳出は、第１１款教育費ほか１款で、１０項３５目に区分し執行しており、予算現額７，４

１２億３０４万余円、支出済額７，２６３億６，９８２万余円、不用額１４８億３，３２１

万余円、執行率９８．０％である。 
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（主な内容）                             （単位：千円） 

職員費及び管理事務等に要したもの 

（款）教育費 （項）教育管理費 （目）管理費 14,545,472

区市町村立小学校の教職員費等に要したもの 

（款）教育費 （項）小中学校費 （目）小学校管理費 270,250,128

区市町村立中学校の教職員費等に要したもの 

（款）教育費 （項）小中学校費 （目）中学校管理費 146,917,033

都立高等学校の教職員費及び管理運営費等に要したもの 

（款）教育費 （項）高等学校費 （目）管理費 123,135,934

特別支援学校の教職員費及び管理運営費等に要したもの 

（款）教育費 （項）特別支援学校費 （目）管理費 57,897,272

学校教職員及び事務局職員の退職に伴う退職手当に要したもの 

（款）教育費 （項）退職手当及年金費 （目）退職費 68,242,273

社会教育施設の管理運営に要したもの 

（款）教育費 （項）社会教育費 （目）社会教育施設管理費 2,635,885

都立学校の施設整備等に要したもの 

（款）教育費 （項）施設整備費 （目）都立学校整備費 24,835,939
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   山    林 

   （所  有） 

上記の立木推定蓄積量 

   （分  収） 

上記の立木推定蓄積量 

   動    産 

 

     

   物    権 

   無 体財産権 

２ 物  品 

 

     7,245,440.52 ｍ２

     3,579,911.95 ｍ２

 

       537,570.20 ｍ２

         4,052.31 ｍ３

       273,761.97 ｍ２

         7,124.10 ｍ３

船 舶     １ 隻 

     （497.00 総トン）

浮 標         １ 個 

地上権 273,761.97 ｍ２

著作権       ７５ 件 

       ６，６１５ 点 

 

     7,249,971.21 ｍ２ 

     3,571,516.52 ｍ２ 

 

       537,570.20 ｍ２ 

         4,005.27 ｍ３ 

       273,761.97 ｍ２ 

         7,047.00 ｍ３ 

船 舶     １ 隻 

     （497.00 総トン） 

浮 標         １ 個 

地上権 273,761.97 ｍ２ 

著作権       ７２ 件 

       ６，６０１ 点 

 

△       4,530.69 ｍ２

         8,395.43 ｍ２

 

                0 ｍ２

            47.04 ｍ３

                0 ｍ２

            77.10 ｍ３

                0 隻 

          （0 総トン）

                0 個 

                0 ｍ２

              ３ 件 

            １４ 点 

（注）１ 土地の面積には、山林の所有が含まれている。 

（注）２ 物権の地上権は、山林の分収にかかわるものであり、再掲である。 

 

教育庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、旧代々木高等学校敷地（６，２４１．９５ｍ２)及び旧上野忍岡高等学校敷

地（３，６７６．０５ｍ２）を財務局へ引き継いだことなどによるもの 

・建物の増加は、大田桜台高等学校校舎（１万５８１．５８ｍ２）及び品川特別支援学校校

舎（８，８３４．７９ｍ２）を新築したことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、近代和風建築に関する調査報告書を登録したことなどに

よるもの 

・物品の増加は、多摩科学技術高等学校において電子描画装置を購入したことなどによるも

の 

である。 
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警   視   庁 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

警  視  庁 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、警視庁執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 



 - 137 -

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 21,494,027 19,101,391 △      2,392,635 88.9

国 庫 支 出 金 15,162,259 8,071,549 △      7,090,710 53.2

財 産 収 入 1,383,007 1,361,632 △         21,374 98.5

諸  収  入 12,359,381 8,658,000 △      3,701,380 70.1

計 50,398,674 37,192,573 △     13,206,100 73.8

歳入は、第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額５０３億９，８６７万余円、収

入済額３７１億９，２５７万余円、比較減額１３２億６１０万余円、収入率７３．８％であ

る。 

なお、第７款使用料及手数料（項：手数料）において、不納欠損額（１万円）が、第１２

款諸収入（項：延滞金及加算金、項：弁償金及報償金、項：雑入）において、不納欠損額（４

０７万余円）及び収入未済額（３３億８，２５２万余円）が生じている。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

自動車運転免許関係等の警察手数料 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）警察手数料 19,005,783

首都警察、施設整備等に要する経費の補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）警察費国庫補助金 8,071,549

違法駐車の放置違反金 

（款）諸収入 （項）延滞金及加算金 （目）放置違反金 4,406,405

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

警 察 費 635,135,050 614,144,512 1,010,311 19,980,226 96.7

諸 支 出 金 7,000 5,038 0 1,961 72.0

計 635,142,050 614,149,550 1,010,311 19,982,188 96.7

歳出は、第１３款警察費ほか１款で、５項１９目に区分し執行しており、予算現額６，３

５１億４，２０５万円、支出済額６，１４１億４，９５５万余円、翌年度繰越額１０億１，０

３１万余円、不用額１９９億８，２１８万余円、執行率９６．７％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費５億３，３８６万余円及、事故繰越し４億７，６４５万円で、

繰越明許費の主な内容は、交通信号機新設等工事に係る１億９，０９８万余円、事故繰越し

の主な内容は、庁舎新築・改修等工事に係る４億５，９６６万余円である。 
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（主な内容）                              （単位：千円） 

職員の人件費、管理事務費等に要したもの 

（款）警察費 （項）警察管理費 （目）警察本部費 472,934,975

退職手当等に要したもの 

（款）警察費 （項）退職手当及年金費 （目）退職費 45,061,971

庁舎建設、用地買収等に要したもの 

（款）警察費 （項）警察施設費 （目）建設費 24,573,117

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   動     産 

 

 

   物     権 

   無 体 財 産 権 

 

   有 価 証 券 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

       927,937.77 ｍ２

     1,669,391.46 ｍ２

浮 標       ２８ 個

浮桟橋         １ 個

航空機         ７ 機

地上権     611.65 ｍ２

著作権       ５５ 件

商標権        ４ 件

株 券 

578,000,000 円

    2,500,000,000 円

       ５，０５５ 点

    1,164,018,070 円

 

       921,868.86 ｍ２ 

     1,645,970.69 ｍ２ 

浮 標       ２８ 個

浮桟橋         １ 個

航空機         ７ 機

地上権     611.65 ｍ２ 

著作権       ５２ 件

商標権        ４ 件

株 券 

578,000,000 円

    2,500,000,000 円

       ５，０１８ 点

    1,163,140,129 円

 

         6,068.91 ｍ２

        23,420.77 ｍ２

          ０ 個

          ０ 個

           ０ 機

                0 ｍ２

              ３ 件

          ０ 件

 

                0 円

                0 円

             ３７ 点

          877,941 円

警視庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、八王子警察署移転先用地（５，９７６．４５ｍ２）を買い入れたことなど

によるもの 

・建物の増加は、赤坂警察署庁舎（１万７，３７３．２７ｍ２）を改築したことなどによる

もの 

・無体財産権（著作権）の増加は、教養ビデオ（２件）を登録したことなどによるもの 

・物品の増加は、特種用途自動車を購入したことなどによるもの 

・債権の増加は、駐車場借上に伴い敷金を支出したことなどによるもの 

である。 
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選挙管理委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

選挙管理委員会事務局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、選挙管理委員会事務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料 287 979 692 341.1

国 庫 支 出 金 5,549,969 4,006,927 △     1,543,041 72.2

諸  収  入 36 680 644 ― 

計 5,550,292 4,008,586 △     1,541,705 72.2

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額５５億５，０２９万余円、収入

済額４０億８５８万余円、比較減額１５億４，１７０万余円、収入率７２．２％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

参議院議員選挙等に要する経費の収入 

（款）国庫支出金 （項）委託金 （目）総務費委託金 4,006,927

 

 イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費 8,135,879 6,192,484 0 1,943,394 76.1

歳出は、第２款総務費で、１項４目に区分し執行しており、予算現額８１億３，５８７万

余円、支出済額６１億９，２４８万余円、不用額１９億４,３３９万余円、執行率７６．１％

である。 

   （主な内容）                              （単位：千円） 

参議院議員選挙に要したもの 

（款）総務費 （項）選挙費 （目）参議院議員選挙費 3,990,148

都知事選挙に要したもの 

（款）総務費 （項）選挙費 （目）都知事選挙費 1,867,554
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人事委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

人事委員会事務局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、人事委員会事務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料 1 0 △        0 0.0

諸  収  入 0 2 2 ― 

計 1 2 1 200.0

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額１，０００円、収入済額２，６

９１円、比較増額１，６９１円、収入率２００．０％である。 

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費 851,156 795,692 0 55,463 93.5

歳出は、第２款総務費で、１項２目に区分し執行しており、予算現額８億５，１１５万余

円、支出済額７億９，５６９万余円、不用額５，５４６万余円、執行率９３．５％である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

職員費、各種試験実施及び給与勧告に係る調査等に要したもの 

（款）総務費 （項）人事委員会費 （目）管理費 785,189
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監 査 事 務 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

監 査事務局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、監査事務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 10 1 △      8  10.0

諸  収  入 0 29 29 ― 

計 10 30 20 300.0

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額１万円、収入済額３万余円、比較

増額２万余円、収入率３００．０％である。 

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費 935,323 898,762 0 36,560 96.1

歳出は、第２款総務費で、１項２目に区分し執行しており、予算現額９億３，５３２万余円、

支出済額８億９，８７６万余円、不用額３，６５６万余円、執行率９６．１％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

職員費、管理事務及び各種監査等の実施に要したもの 

（款）総務費 （項）監査委員費 （目）管理費 862,677
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労働委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

労働委員会事務局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、労働委員会事務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 2 0 △             1 0.0

諸  収  入 0 56 56 ― 

計 2 56 54 ― 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額２，０００円、収入済額５万６，９

５９円、比較増額５万４，９５９円である。 

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（９，４５０円）が生じている。 

（主な内容）                                  （単位：円） 

雇用保険料納付金 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）納付金 26,151

    

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

産 業 労 働 費 665,063 624,589 0 40,473 93.9

歳出は、第８款産業労働費で、１項２目に区分し執行しており、予算現額６億６，５０６

万余円、支出済額６億２，４５８万余円、不用額４，０４７万余円、執行率９３．９％であ

る。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

労働委員会事務局の運営に要したもの 

（款）産業労働費 （項）労働委員会費 （目）管理費 402,452
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収用委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

収用委員会事務局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、収用委員会事務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料 5,510 7,301 1,791 132.5

諸  収  入 102,672 20,060 △        82,611 19.5

計 108,182 27,361 △        80,820 25.3

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額１億８１８万余円、収入済額２，７

３６万余円、比較減額８,０８２万余円、収入率２５．３％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

鑑定評価料等の起業者負担金の収入 

（款）諸収入 （項）弁償金及報償金 （目）諸費弁償金 20,004

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

諸 支 出 金 428,940 318,854 0 110,085 74.3

歳出は、第１６款諸支出金で、１項２目に区分し執行しており、予算現額４億２,８９４万

円、支出済額３億１，８８５万余円、不用額１億１，００８万余円、執行率７４．３％であ

る。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

収用委員会事務局の運営に要したもの 

（款）諸支出金 （項）収用委員会費 （目）管理費 281,150
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議   会   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

議  会  局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、議会局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料 496 690 194 139.1

諸  収  入 1,268 964 △            303 76.0

計 1,764 1,655 △           108 93.8

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額１７６万余円、収入済額１６５

万余円、比較減額１０万余円、収入率９３．８％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社等建物使用料の収入 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）諸使用料 679

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

議 会 費 5,968,815 5,450,959 0 517,855 91.3

歳出は、第１款議会費で、１項２目に区分し執行しており、予算現額５９億６，８８１万

余円、支出済額５４億５，０９５万余円、不用額５億１，７８５万余円、執行率９１．３％

である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

 議員の報酬、費用弁償及び議会運営に要したもの 

（款）議会費 （項）都議会費 （目）議会運営費 3,254,393

 議会事務に従事する職員の給料、諸手当及び広報事務等に要したもの 

（款）議会費 （項）都議会費 （目）事務局費 2,196,566

 

２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成２２年度末現在高 平成２１年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   建     物 

２ 物  品 

 

       27,699.11 ｍ２

            ６１ 点 

 

       27,699.11 ｍ２

            ６２ 点 

 

             0 ｍ２

△           １ 点 

     議会局で所管している財産は上表のとおりであり、 

    ・物品の減少事由は、画像処理装置を廃棄したことによるものである。 
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（別表１） 

                                    一 般 会 計 歳 入 歳 出 

 

歳                        入 

平成２２年度 

決 算 額 

平成２１年度 

決 算 額 科    目    （款） 

 構成比  構成比

比 較 

増 (△ )減 額 
伸び率 

   1  都          税 4,148,514 70.4 4,286,721 66.8 △    138,207 △   3.2

   2  地 方 譲 与 税 178,263 3.0 82,378 1.3 95,885 116.4

   3  助 成 交 付 金 23 0.0 22 0.0 1 4.5

   4  地方特例交付金 16,458 0.3 68,700 1.1 △     52,242 △  76.0

   5  特 別 交 付 金 3,853 0.1 4,103 0.1 △        249 △     6.1

   6  分担金及負担金 12,025 0.2 16,220 0.3 △      4,194 △    25.9

   7  使用料及手数料 69,610 1.2 83,071 1.3 △     13,460 △    16.2

   8  国 庫 支 出 金 427,390 7.3 557,494 8.7 △    130,103 △    23.3

   9  財 産 収 入 41,655 0.7 40,909 0.6 746 1.8

  10  寄    附    金 7,813 0.1 183 0.0 7,629 ― 

  11  繰    入    金 250,413 4.2 357,567 5.6 △    107,154 △    30.0

  12  諸    収    入 384,890 6.5 422,309 6.6 △     37,418 △   8.9

  13  都          債 330,323 5.6 456,453 7.1 △    126,130 △    27.6

  14  繰    越    金 21,443 0.4 40,949 0.6 △     19,506 △  47.6

  

  

  

合        計 5,892,680 100 6,417,085 100 △    524,404 △     8.2

  （注） 構成比は四捨五入のため、合計と一致しない場合がある。  
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  決 算 対 前 年 度 比 較 表 

                                                                         （単位：百万円、％） 

歳            出 

平成２２年度 

決 算 額 

平成２１年度 

決 算 額 科    目    （款） 

 構成比  構成比

比 較 

増 (△ )減 額 
伸び率 

   1  議    会    費 5,450 0.1 5,483 0.1 △       32 △     0.6

   2  総    務    費 180,609 3.1 198,644 3.1 △     18,034 △     9.1

   3  徴    税    費 65,180 1.1 69,291 1.1 △    4,110 △    5.9

   4  生活文化スポーツ費 29,551 0.5 29,495 0.5 56 0.2

   5  都 市 整 備 費 201,571 3.4 227,976 3.6 △     26,404 △    11.6

   6  環  境  費 36,959 0.6 36,707 0.6 251 0.7

   7  福 祉 保 健 費 844,059 14.4 857,492 13.4 △     13,432 △    1.6

   8  産 業 労 働 費 351,749 6.0 408,783 6.4 △     57,033 △    14.0

   9  土    木    費 406,812 6.9 462,589 7.2 △   55,777 △    12.1

  10  港    湾    費 66,878 1.1 71,973 1.1 △    5,094 △    7.1

  11  教    育    費 726,325 12.4 730,505 11.4 △      4,179 △     0.6

  12  学    務    費 193,833 3.3 166,041 2.6 27,791 16.7

  13  警    察    費 614,144 10.5 616,765 9.6 △    2,621 △     0.4

  14  消    防    費 239,692 4.1 239,213 3.7 478  0.2

  15  公    債    費 476,894 8.1 576,856 9.0 △     99,962 △    17.3

  16  諸 支 出 金 1,430,225 24.4 1,697,820 26.5 △    267,594 △    15.8

  17  予    備    費 0 0 0 0 0 ― 

合        計 5,869,941 100 6,395,642 100 △    525,700 △     8.2
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（別表２） 

特別会計歳入歳出決算対前年度比較表  

（単位：百万円、％） 

歳                入 歳                出 

会  計  名 平成２２年度

決 算 額

平成２１年度 

決 算 額 

比 較

増(△)減額
伸 び率

平成２２年度

決 算 額

平成２１年度 

決 算 額 

比 較

増(△)減額
伸 び率

１特 別 区 
 財政調整会計 

867,556 863,473  4,083  0.5 867,556 863,473  4,083  0.5

２地 方 消 費 税 
 清 算 会 計 

1,117,803 1,061,868 55,934 5.3 1,018,236 1,001,050 17,186 1.7

３小笠原諸島生活 
 再建資金会計 

660 648 12 1.9 0 14 △      14 △100  

４母子福祉貸付 
 資 金 会 計 

4,982 4,816 166 3.4 4,229 4,213 15 0.4

５心 身 障 害 者 
 扶養年金会計 

7,052 7,819 △     767 △  9.8 7,052 7,819 △     767 △  9.8

６中小企業設備 
 導入等資金会計 

6,129 6,109 19  0.3 3,672 3,680 △       7 △  0.2

７農業改良資金 
 助 成 会 計 

145 134       10  7.5 145 5       140    ― 

８林業・木材産業 
 改善資金助成会計 

83 76        7   9.2 24 0        24    ― 

９沿岸漁業改善 
 資金助成会計 

48 51 △       2 △  3.9 0 35 △      35 △100.0

10と 場 会 計 5,591 6,038 △     446 △  7.4 5,591 6,038 △     446 △  7.4

11都 営 住 宅 等 
 事 業 会 計 

148,741 153,569 △   4,827 △  3.1 148,160 153,221 △   5,060 △  3.3

12都 営 住 宅 等 
 保 証 金 会 計 

9,928 11,890 △   1,961 △ 16.5 626 4,590 △   3,964 △ 86.4

13都 市 開 発 
 資 金 会 計 

1,249 1,722 △     472 △ 27.4 1,249 1,722 △     472 △ 27.4

14用 地 会 計 40,294 54,852 △  14,557 △ 26.5 32,730 47,288 △  14,557 △ 30.8

15公 債 費 会 計 1,848,633 1,941,898 △  93,265 △  4.8 1,848,633 1,941,898 △  93,265 △  4.8

16多摩ニュータウン 
 事 業 会 計 

18,044 18,659 △     614 △  3.3 14,868 17,791 △   2,923 △ 16.4

17臨海都市基盤 
 整備事業会計 

27,026 19,938    7,087  35.5 5,575 7,064 △   1,489 △ 21.1

合   計 4,103,973 4,153,567 △  49,593 △  1.2 3,958,352 4,059,908 △ 101,556 △  2.5
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